
薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会  

平成21年9月30日（水）  

13時00分から16時00分まで  

航空会館501、502会議室  

議 事 次 第  

「上 聞  

2．審  壬生  
自我  

議 事  

1 議題  

Ⅰ 食品衛生分科会規定の一部改正等について  

Ⅱ 食品、添加物等の規格基準について   

（1）添加物関係  

①添加物として新規指定並びに使用基準及び成分規格の設定  

・／3－メチルー2－ブタノール  

・5，6，7，8－テトラヒドロキノキサリン  

（2）農薬関係   

（D新規登録等による新規設定に係る品目  

■イソテアニル（国内登録）  

・インドキサカルブ（国内登録＋暫定基準の見直し）  

・メソトリオン（国内登録＋暫定基準の見直し）  

t レビメクテン（国内登録）  

②適用拡大等による追加設定に係る品目   

・ブプロフェジン（畜産物の基準値に係る追加審議）   

・ノバルロン（適用拡大＋インポートトレランス、以下IT）※   



プロヒドロジャスモン（適用拡大）※  

ピラクロストロビン（適用拡大）※  

ボスカリド（適用拡大＋IT）※  

シメコナゾール（適用拡大）※  

フェントラザミド（魚介類）   

（※食品安全委員会における食品健康影響評価が2回目以降のもの）  

（3）乳肉水産基準関係   

①薬事法に基づく承認に伴う残留基準の設定  

・豚サ「コウイルス（2型）感染症（1型－2型キメラ）（デキ  

ストリン誘導体アジュバント加）不活化ワクチン  

・ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎混合生ワクチン  

②ポジティブリスト制度導入時に設定した残留基準の見直し   

・セフォベラゾン  

・デストマイシンA  

・テルデカマイシン   

㌧バロモマイシン   

■リファキシミン  

・ノシヘブタイド  

2 報告事項  

（1）高濃度にジアシルグ リセロールを含む食品の取り扱いについて  

（2）食品衛生分科会において審議された品目のその後の経過に  

ついて  

（3）平成20年度食品からのダイオキシン類一日摂取量調査等の  

調査結果  

（4）平成21年度輸入食品監視指導計画について   



（平成21年9月30日開催）  
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食品衛生分科会規程の一部改正について  

（概要）  

平成2′1年9月  

食品安全部企画情報課  

1 背景   

消費者庁関連三法の施行（9／1）に伴い、食品衛生法及び健康増進漬の一  

部が改正され、  

・販売の用に供する食品等の表示  

・販売に供する食品につき、特別の用途に適する旨の表示の許可  

等が内閣総理大臣の権限となることに伴い、当該権限に係る事務が消費者庁に  

移管された。   

これに伴い、当該事務等に係る事項を処理する食品衛生分科会の所掌事務を  

見直し、食品衛生分科会規程の一部を改正する必要がある。  

2 改正内容   

改正内容は以下のとおりである。  

・表示部会の廃止  

・新開発食品調査部会の所掌事務の変更  

3 施行期日   

平成21年9月30日に開催される食品衛生分科会において議決された後、  

人事課長、食品衛生分科会各委員あて通知を行う日をも、って施行期日とする。   



食品衛生分科会規程の一部を改正する規程（案）   

第2条第1項中第7号を削り、第8号を第7号とする。   

第4条中第7項を削り、同条第8項中「栄養成分を補給し、又は特別の保健  

の用途に適するものとして販売の用に供する食品の規格又は基準」を「新開発  

食品の安全性の確保等に関して、新たな知見を踏まえた管理措置」に改め、■同  

項を同条第7項とする。   

第6条第4項から第6項までを削る。  

附 則   

この規程は、平成21年○月○日から施行する。   



食品衛生分科一会規程新l日対只召．表  

新   一日  

第1条 （略）   第1条 （略）  

（部会の設置）   （部会の設置）  

第2条 分科会に次に掲げる部会を置く。   第2条 分科会に次に掲げる部会を置く。  
一～ 六（略）  一～ ハ（略）  

七表示部会  
七新開発食品調査部会  八新開発食品調査部会  

2 （略）   2 （略）  

第3条 （略）   第3条 （略）  

（所掌）   （所掌）  

第4条 （略）   第4条 （略）  
2～6（略）  2～6（略）  

7表示部会は、食品、添加物、器具・容器包装及びおもちやの表示の基準の  
設定に関する事項を調査審議する■。  

7新開廃食品調査部会は、新開発食品の安全性の確保等に関して、新たな知     8新開発食品調査部会は、栄養成分を補給し、又は特別の保健の用途に適す  

く▲）  

昼を踏まえた管理措置等に関する事項を調査審議する。  るものとして販売の用に供する食品の規格又は基準等に関する事項を調査者  
議する。  

第5条（略）  第5条（略）  

（会議）   （会議）  

第6条 （略）   第6条 （略）  
2・3（略）  2・3（略）  

4栄養成分を補給し、又は特別の保健の用途に適するものとして販売の用に  
請  、供する食品の規格又は基準等に関する事項等に係る調査審議において、申 者の依頼により申請資料の作成に協力した委員又は臨時委員は、当該申請に 係る‘栄養成分を補給し 

、又は特別の保健の用途に適す、るものとして販売の用  
に供する食品の規格又は基準等に関する事項等に係る調査審議に加わること  
ができない。ただし、部会が特に必要と認めた場合には、意見を述べること  
ができる。  

5前項の調査審議において、申請者の依績により作成された資料以外の申請  
資料の作成に協力した委員又は臨時委員は、部会が特に必要と認めた場合を  
除き＼当該資料について意見を述べることができない。  

6前2項の規定は、調査会における調査審議について準用する。  

第7条～第9条（略）r  第7条～第9条（略）  



食品衛生分科会規程（案）  

平成13年1月23日施 行   

平成15年7月1日一部改正   

平成21年○月○日一部改正   

（総則）  

一 第1条 薬事・食品衛生審議会令（平成12年政令第286号）第6条第1項に規定す   

る食品衛生分科会（以下「分科会」という。）の部会の設置及び所掌事務、会議並び   

に議事録の作成等については、この規程の定めるところによる。   

（部 

第2条 分科会に次に掲げる部会を置く。  

一 食品規格部会  

二 食中毒部会  

三 乳肉水産食品部会  

四 添加物部会  

五 農薬・動物用医薬品部会  

六 器具・容器包装部会  

七 新開発食品調査部会  

2 分科会は、特別の事項を調査審議するため緊急又は臨時に必要があるときは、前項   

に掲げる部会以外の部会を置くことが七きる。   

（調査会の設置）  

第3条 部会長は、必要に応じて、分科会長の同意を得て当該部会に調査会を置くこと   

ができる。  

2 調査会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、分科会長が指名する。   

（所掌）  

第4条 食品規格部会は、食品（動物性食品を除く。）の規格又は基準の設定等に関す   

る事項を調査審議する。  

2 食中毒部会は、食中毒の予防対策等に関する事項を調査審議する。   



3 乳肉水産食品部会は、動物性食品の規格又は基準（農薬、動物用医薬品、飼料添加   

物の残留基準を除く）の設定に関する事項を調査審議する。  

4 添加物部会は、添加物の指定及び規格又は基準の設定に関する事項を調査審議する。  

5 農薬■動物用医薬品部会は、食品の規格又は基準のうち、農薬、動物用医薬品、飼   

料添加物の残留基準の設定等に関する事項を調査審議する。  

6 器具・容器包装部会は、器具・容器包装、おもちゃ及び洗浄剤の規格又は基準の設   

定に関する事項を調査審議する。  

7 新開発食品調査部会は、新開発食品の安全性の確保に関して、新たな知見を踏まえ   

た管理措置等に関する事項を調査審議する。   

（議事録）  

第5条 分科会及び部会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成するもの   

とする。  

会議の目時及び場所   

二 出席した委員の氏名   

三 議題となった事項  

四 審議経過   

五 決言義  

（会議）  

第6条 部会長（部会長に事故のあるときはその職務を代理する者）は、会議の議長と   

なり、会議の運営を図り秩序を保持しなければならない。ただし、部会長及びその職   

務を代理する者のないときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから選任さ   

れた者が、仮に議長として会議を開くことができる。  

2 会長、分科会長及び関係行政機関の職員は、部会に出席して発言することができる。  

3 部会長は、必要により、当該部会に属さない委員又は臨時委員若しくは専門委員を   

部会に出席させ、関係事項について説明を求めることができる。   

（付議）  

第7条 分科会長は、厚生労働大臣の諮問事項について、会長から付議された場合は↓   

当該諮問事項を所掌する部会に付議することができる。   

（部会の議決）   



＼   

第8条 部会における決定事項のうち、比較的軽易なものとして分科会があらかじめ定   

める事項に該当するものについては、分科会長の同意を得て、当該部会の議決をもっ   

て分科会の議決とする。ただし、当該部会において、特に慎重な審議を必要とする事   

項であるとの決定がなされた場合はこの限りではない。  

2 前項の決定がなされた場合において、分科会の調査審議を経る時間がないものにつ   

いては、前項の規定たかかわらず、分科会長の同意を得て、当該部会の議決をもって   

分科会の議決とすることができる。  

3 前2項の規定により、部会の議決が分科会の議決とされたときは、当該部会の部会   

長は、すみやかにその決定事項を分科会に報告しなければならない。   

（雑則）  

第9条 この規程に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が当該  

部会に諮って定める。  

附 則   

この規程は、平成15年7月1日から施行する。   

この規定は、平成21年○月○日から施行する。 



薬事一食品衛生審議会食品衛生分科会における食品表示調査会、  

新開発食品評価第一調査会及び新開発食品評価第二調査会の廃止等について  

平成21年9月  

食品安全部企画情報課  

1．廃止等の理由   

消費者庁関連三法の施行（9／1）に伴い、食品衛生法及び健康増進法の一部が改正さ   

れ、  

一販売の用に供する食品等の表示  

▲販売に供する食品につき、特別の用途に適する旨の表示の許可   

等が内閣総理大臣の権限となることに伴い、当該権限に係る事務が消費者庁に移管された。   

これに伴い、食品衛生分科会の所掌事務が変更されることから、これに係る調査会の廃   

止や名称変更を行う。  

2．廃止する調査会及びその所葺   

・食品表示調査会  

（所葦）食品、添加物、器具・容器包装及びおもちやの表示の基準の設定に関する  

事項について調査審議する。   

1新開発食品調査部会新開発食品評価第一調査会  

（所葺）特定保健用食品の表示許可に係る調査審議のうち、腎・血圧、代謝、内  

分泌に係る事項について審言義する。  

■新開発食品調査部会新開発食品評価第二調査会  

（所葦）特定保健用食品の表示許可に係る調査審議のうち、、消化吸収、免疫、そ  

の他の事項について審議する。  

3．名称変更する調査会及びその所革   

新開発食品評価第三調査会を新開発食品評価調査会に変更する。   

（所掌）新開発食品の安全性の確保に関して、新たな知見を踏まえた管理措置等につい  

て、専門的・科学的な検討を行う。  

了   
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3－メチルー2－ブタノール  

食品添加物として鱒指定の可否及び使用基準一成分娩  
審議の対象  

格の設定   

経緯   国際汎用香料として指定の検討を行ってきたもの   

構造式   
OH   岬Y人 

cH3  

CH3   

用途   香料   

カラバッシュナツメグ、ぶどう等の果物、ムール貝、  
概要  

チーズ、ココア」豆類等の食品に天然に含まれる成分  

である。  

欧米では焼菓子、ハードJキャンディー類、ジャムー  

ゼリー、アルコ⊥ル飲料、冷凍乳奥品類、清涼飲料等  
諸外由での状況  

様々な加工食品において香りの再現、風味の向上等の  

目的で添加されている。   

食品安全委員会における   食品の着香の目的で使用する場合、安全性に懸念がな   

食品健康影響評価結果   い。   

欧米における推定摂取量を踏ま・えると、我が国におけ  

摂取量の推計  る推定摂取量は⊥人一目当たり、おお皐そ0．2から0．6  

〟gの範囲になると推定される。   

使用基準案   着香の目的以外に使用してはならない。   

成分規格案   別紙のとおり。   

今後、在京大使館への説明、パブリックコメント及び  
意見聴取の状況  

WTO通報手続きを予定   

竿中葉   別紙のとおり。   
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（別紙）  

答申（案）   

3－メチルー2－ブタノールについては、食品添加物として人の健康を損なうおそれはないことか  

ら、指定することは、差し支えない。   

なお、指定に当たっては、以下のとおり使用基準及び成分規格を設定することが適当である。  

使用基準．   

着香の目的以外に使用してはならない。  

成分規格  

3－メチルー2－ブタノール  

3－Methyl－2－butanoI  

H3Cf 
cH3  

分子量 88．15  
C5日－20  

3－Methy［butan－2－Ol［598－75－4］  

含  量 本品は，3－メチルー2－ブタノール（C5日－20）98．0％以上を含む。  

性 状 本品は，無争透明な液体で．特有のにおいがある。  

確認試験 本品を赤外吸収スペクトル測定法中の液膜法により測定し，本品のスペクトルを参照   

スペクトルと比較する■とき，同一波数のところに同様の強度の吸収を認める。  

純度試験（1）屈折率。管＝1．406～1．412  

（2）比重 d…喜＝0．815～0．821  

定量法 香料試験法中の香料のガスクロマトグラフィーの面積百分率法の操作条件（2）により   

定量する。  

参照赤外吸収スペクトル  

3－・メチルー・2－▼ブタノー十几  

150ロ  

Wa＞七仙Il眠ー虹爪一  
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5，6，7，8－テトラヒドロキノキサリン  

食畠添加物としての指定の可否及び使用基準一成分規  
審議の対象  

格の設定   

経碍   国際汎用香料として指定の検討を行ってきたもの   

造式   0：∋ 

用途   香料   

ローストナッツ様の加熱香気を有し、パン、ココア、  

概要  コーヒー等の食品中に存在するほか、ヘーゼルナッツ、  

ピーナッッ、ゴマ等の倍煎により生成する成分である。   

欧米では清涼飲料、ソフトキャンディー類、スープ、  

ゼラチン・づリン類、朝食シリアル類、グレービーソ  

諸外国での状況  
－ス類等様々な加工食品において香りの再現、風味の  

向上等の目的で添加されている。   

食品安全委員会における  食品の着香の目的で使用する場合、．安全性に懸念がな   

食品健康影響評価結果   い。   

欧米における推定摂取量を踏まえると、我が国におけ  

摂取量の推計  る推定摂取量は一人一日当たり、おおよそ2．3から8．7  

日gの範囲になると推定される。   

使用基準案   着香の目的以外に使用してはならない。   

成分規格案   別紙のとおり。   

今後、在京大使館への説明、バブリッケコメント及び  
意見聴取の状況  

WTO通報手続を予定   

答申案   別紙のとおり。   
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（別系氏）  

答申（案）   

5，6，7，8－テトラヒドロキノキサリンについては、食品添加物として人の健康を損なうおそれは  

ないことから、指定することは、差し支えない。   

なお、指定に当たっては、以下のとおり使用基準及び成分短絡を設定することが適当である。  

使用基準   

着香の目的以外に使用してはならない。  

成分規格  

5，6，7，8－テトラヒドロキノキサリン  

5，6，7，8－Tetrahydroquinoxaline   

＼ 

α∋  
C8日lON2  

5，6，7，8一丁etrahydroquinoxaline ［34413－35－9］  

分子量134．18  

含 量 本品は，5，6，了，8－テトラヒドロキノキサリン（C8日，ON2）98・0％以上を含む。  

性  状 本品は，無～淡黄色の液体で，特有のにおいがある。  

確認試験 本品を赤外吸収スペクトル測定法中の液膜法により測定し，本品のスペクトルを参照   

スペクトルと比較するとき，同一波数のところに同様の強度の吸収を認める。  

純度試験（り 屈折率 n管＝1．540－1．550  

（2）比重，d…喜＝1．078～1．088  

定量法 ■香料試験法中の香料のガスクロマトグラフィーの面積百分率法の操作条件（1）により   

定量する。  

参照赤外吸収スペクトル  

5．8、7．ざ－キミ・キヒトレキノキサリン  
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イソテアニル（IsotianiI）  

審議の対象   農薬の食品中の残留基準の新規設定   

経緯   農薬取締法に基づく新規の農薬登録申請に伴い要請があったもの。   

構造式   ClC】   Nてs＼。H－§   
用途   農薬／殺菌剤   

イソテアゾール系化合物  

作用機構  直接抗菌性を示さないが、植物の感染特異的タンパク質を活性化すること  

により作用すると考えられている。 

適用作物／適用病害虫等  農薬登録申請；稲／自棄枯病、いもち病   

我が国の登録状況   農薬登録はない。（新たに農薬登録申請がなされたものである。）   

諸外国の状況   
国際基準は設定されていない。諸外国においても残留基準値は設定され  

ていない。   

許容一日摂取量（ADI）0．028mg／厄体重／day  

食品安全委員会における     ［設定根拠］1年間慢性毒性試験（ラット渾餌）   

食品健康影響評価結果   無毒性量 2．83mg／kg体重／day  

安全係数100   

基準値案   別紙1のとおり。   

TMDl／AbI比は、以下のとおり。  

TMDI／ADI比  

（％）  

国民平均   3．7  
暴露評価  

幼小児（1～6歳）   6，6 

妊婦   2．7  

高齢者（65歳以上）   3．7  

TMDI：理論最大－E］摂取量（TheoreticalMaximumDailyIntake）   

意見聴取の状況   
平成21年8月25日に在京大使館への説明を実施  

今後、パブリックコメント及びWTO通報手続きを予定   

答申零  別紙‘2のとおり。   
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（別紙1）   農薬名  イソチアニル  

参考基準値  

基準値  外国  作物残留試験成績   

農産物名  案  現行  基準値 
Ppm   PPm   ppm  Ppm   pPm  

米   0．3  申  0．08（＄），〈0．01   

（＄）この作物残留試験は、試験成績のばらつきを考慮し、この印をつけた残留値を基準値策定の根拠とした。   



答申（案）   

イソチアニル  

（別紙2）  

食品名   残留基準値 t）l〕m  米  0．3  

15   
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インドキサカルブ（Indoxacarb）  

審議の対象   農薬の食品中の残留基準の新規設定及び暫定的な残留基準の見直し   

農薬取締法に基づく新規の農薬登録申請※に伴い要請があり、併せて  

経緯  ポジティブリスト制度導入時に設定した基準値の見直しを行うもの。  

（※「我が国の登録状況」欄 参照）   

C‡ 

構造式  し：ゝC写e苛若叫C＝F3  l叫0   ．N岬N   わ墜  
O COOC鴨  

（S体）  

・本化合物には2種類の光学異性体（S体及びR体）が存在する。  

－S体が殺虫活性を有するのに対し、R体は殺虫活性はない。   

用途   農薬／殺虫剤   

オキサダイアジン系殺虫剤  

作用機構  昆虫の神経軸索に作用し、神経膜のNa＋チャンネルの機能を阻害するこ  

とにより、殺虫効果を示すと考えられている。   

（鱒登録剤及び新規登録剤ともに）キャベツ、はくさい、ゼいこん等／  
適用作物／適用病害虫等   

本化合物のラセミ体（S体とR体の比率が50：50）である「インドキサカル  

我が国の登録状況  
ブMP」については、平成13年に既に農薬登録がなされている占  

今回、S体とR体の比率を7与：25とした化合物について「インドキサカル  

ブ」として新たl±農薬登録申請がなされた。   

国際基準は大豆、キャベツ等に設定されている。米国においてばれいしょ  

諸外国の状況  等に、EUにおいて仁果果実類等に、オーストラリアにおいて豆類等に、ニ  

ユージーランドにおいてレタス、ぶどう等に基準値が設定されている。   

許容「日摂取量（ADI）0．0052m／k 体重／da  

食品安全委員会における      ［設定根拠］2年間慢性毒性／発がん性併合試験（ラット混餌）   

食品健康影響評価結果   無毒性量1．04mg／kg体重／day  

安全係数 200   

別紙1のとおり。  

基準値案  なお、現行の基準値が削除された食品は、基準が設定されていない食品  

同様、一律基準（0．01pPm）が適用される。   

EDI／ADI比は、以下のとおり。  

EDI／ADI比  

（％）  

暴露評価  国民平均  40．8  

幼小児（1～6歳）   74．9  

妊婦   33．5  

高齢者（65歳以上）   43．0  

EDt：推定一日摂取量（EstimatedDailyIntake）   

意見聴取の状況   今後、在京大使館への説明、パブリックコメント及びmo通報手続を予定   

答申案   別紙2のとおり。  

lJ  



（別紙1）  ′インドキサカルブ   農薬名  

【0．21－6．4（n＝12）（米国  
キャベツ（外菓あり））】  

【0．q2－0．32（n＝12）（米国  

「丁㌻√ 



（別紙1）  農薬名  インドキサカルブ   

【く0月1－0、069（n＝10）（米   

【く0．Pl－0．12（n＝12）（米国   
かぼちや（スカッシュを含む。）   

【、0．024－0．393（n＝11）（米  
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農薬名  インドキサカルブ  （別紙1）  

平成17年11月29日厚生労働省告示第499号において新しく設定した基準値については、網をつけて示した。  
（＄）これらの作物残留試験は、試験成績のばらつきを考慮し、この印をつけた残留値を基準値策定の根拠とした。  
（＃）これらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行われていない。  
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答申（案）   

インドキサカルブ  

（別紙2）  

残留基準値  
食品名  

ロDm   

とうもろこし   0．02   
大豆   5  

小豆類   0．2  

えんどう   0．2   
そら豆   0．2   
らつかせい   0．02   
その他の豆類（注1）   0．2   
ばれいしよ   0．2   
さといも類   0．05   
かんしよ   0．05   
やまいも   0．01   
その他のいも類（注2）   0．01   
てんさい   0．05   

だいこん類（ラデ石万石盲青石デ誘頑   0．05  
だいこん類（ラディッシュを含む）の葉   5  

クレソン   14  
はくさい 
キャベツ   
芽キャベツ   12  
ケール   12   
カリフラワー   0．2   
ブロッコリー   0．2   
その他のあぶらな科野菜（注3）   12   
チコリ   14   
エンダイブ   14   
レタス（サラダ菜及びちしやを含む。）   14   
その他のきく科野菜（注4）   14   
ねぎ   2   

パセリ   14   

セロリ   14   

その他のせり科野菜（注5）   14   
トマト   0．5   

ピーニマン   

なす 0．5 

その他のなす科野菜（注6）   0．3   

きゆうり（ガーキンを含む。）   0．2   
かぼちや（スカッシュを含む。）   0．6   
しろうり   0．6   
すいか   0．6   
メロン類果実   0．1   
まくわうり   0．1   
その他のうり科野菜（注7） 0．6   
しようが  、              、   0．05   
えだまめ   
りんご   0．5   
日本なし   0．2   
西洋なし   0．2  
マルメロ   2  

びわ   2  

ネクタリン   0．9   
あんず（アプリコットを含む）   0．9   
すもも（プルーンを含む）   0．9   
串うとう（チェリーを含む）   0．9   
いちご   
クランベリー   0，9   

ぶどう   2   

綿実   
その他のハーブ（注8）   12   

※今回基準値を設定するインドキサカルブと  
は、S体とR体の和をいうこと。  

（注1）「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、  

小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい及びスパイ  
ス以外のものをいう。   

（注2）「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれ  

いしよ、さといも類、かんしよ、やまいも及びこん  
にやくいも以外のものをいう。  

（注3）「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな  

科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の  
菓、かぶ頸の根、かぶ類の菓、西洋わさび、クレ  
ソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こ  
まつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワーブ  
ロッコリー及びハーブ以外のものをいう。  

（注4）「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のう  
ち、ごぼう、サルシフイー、アーティチョーク、チコ  
リ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス及びハーブ以  
外のものをいう。  

（注5）「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜の  
うち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、み  
つば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。  

（注6）「その他のなす科野菜」とは，なす科野菜  

のうち，トマト，ピーマン及びなす以外のものをい  

う。  

（注7）「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のう  

ち、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類  
果実及びまくわうり以外のものをいう。  

（注8）「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレ  

ソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及  
びセロリの葉以外のものをいう。   
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インドキサカルブ（つづき）   

残留基準値  
食品名  

DDm   

牛の筋肉   
豚の筋肉   
その他の陸棲晴乳類に属する動物（注9）の筋肉   

牛の脂肪   

豚の脂肪   
その他の陸棲晴乳類に属する動物の脂肪   ▼   
牛の肝臓   

豚の肝臓   0．5   
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓   0．5   
牛の腎臓   0．5   
豚の腎臓   0．5   
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓   0．5   

牛の食用部分（注10）   0．5   

豚の食用部分   0．5   

その他の陸棲晴乳類に属する動物の食用部分   0．5   ‾   
乳   
鶏の筋肉   0．01   

その他の家きん（注11）の筋肉   0，01   

鶏の脂肪   0．01   
その他の家きんの脂肪   0．01   

鶏の肝臓   0．01   

その他の家きんの肝臓   d二01   

鶏の腎臓   0．01   

その他の家きんの腎臓   0．01   
鶏の食用部分   0．01   
その他の家きんの食用部分   0．01   

鶏の卵   0．01   

その他の家きんの卵   0．01   
干しぶどう   5   

（注9）「その他の陸棲哺乳類に属する動物」と  

は、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚  
以外のものをいう。  

（注10）「食用部分」とは、筋肉、脂肪、肝臓及び  

腎臓以外のものをいう。  

（注11）「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏  

以外のものをいう。   



メソトリオン（Mesotrione）  

審議の対象   農薬の食品中の残留基準の新規設定及び暫定的な襲留基準の見直し   

農薬取締法に基づく新規の農薬登録申請に伴い要請があり、合わせて  
経緯  

ポジティブリスト制度導入時に設定した基準値の見直しを行うもの。   

構造式   
0  0  NO2   ＼、ヽこ   1   0 ／メ 

SO2CI七   

用途   農薬／除草剤   

トリケトン系除草剤  

作用機構  
感受性植物（一年生雑草全般）のカロチノイド生合成系に関与する酵素  

（4－ヒドロキシフ工ニルピルビン酸ジオキシゲナ「ゼ）を阻害することによ  

リ、白化症状を発現させて 

適用作物／適用雑草名等  農薬登録申請；とうもろこし、稲／一年生広葉雑草、マツバイ等   

我が国の登録状況   農薬登録はない。（新たに農薬登録申請がなされたものである。）   

国際基準は設定されていない。米国においてとうもろこし、アスパラガス、  

諸外国の状況  ベリー類等に、カナダにおいてクランベリー等に、ニュージーランドにおい  

てとうもろこぃこ基準値が設定されている。   

許容一日摂取量（ADI）0．003mg／kg体重／day  

食品安全委員会亡おける   

食品健康影響評価結果   無毒性量 0．3mg／kg体重／day  

安全係数100   

別紙1のとおり。  

基準値案  なお、現行の基準値が削除された食品は、基準が設定されていない食品  

同様、一律基準（0．01ppm）が適用される。   

TMDI／ADI比は、以下のとおり。  

TMDI／ADI比  

（％）  

暴露評価 
国民平均 1．3  

幼小児（1～6歳）   2．4  

妊婦   0．9  

高齢者（65歳以上）   1．3  

TMbI＝理論最大一日摂取量（TheoreticalMaximumDailyI。take）   

意見聴申の状況   
平成21年7月28日に在京大使館への説明を実施  
現在、パブリックコメント及びmo通報手続中   

答申案   別紙2のとおり。   
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（別紙1）  メソトリオン   

【米画．】＜0．01 

鱒nf∋   【米国】＜0．01（ロ＝8（＃））   
一光問lく〔．∩1イn＝R） 

【米国】く0．ql，（n〒．3（＃．）二．幻 
【米国】＜0．Pl（ロテ3）   
【光風1＜．0．，01‖（n〒．1） 
【米国】＜0．01（n≡6） 

【米国】＜0．01（＃）（n＝5）  

嘩生唾軋琳こ屈する動物の筋肉  

注）カナダの放射Ⅰ対象は軌化合物   

■  

平成17年‖月29日厚生労働省告示第499号において設定された基附直ぐ断定基準）については、網をかけて示した。  
く＃）これらの作物残留試験の一部は、申請の亀田内で試験が行われていない。  
米国Berry groしIPの代表股産物は、ブラックペリー又はラズベリー及びブルーベリーー。  

住）EUでは、農作物について、メソトリオンと代御物MNB∧の和として、分析上のl；艮非催（l－OWe■・し直圧Ol■∧∩8tyUc81L）飢u■－－i√■Ut■Or－U．05～U．tp岬）が削叫在として混在されている。  
畜産物については、基準値は股定されていない。   

カナダ、NZでは、基月払が設定されている上記以外の腰産物について、0．1ppr■tをDeI肌‖lMlくLとして牒定している。   



（別紙2）   答申（案）  

メソトリオン   

食品名   
残留基準値  

ppm   

米   0．01   

とうもろこし   0．01   
その他の穀類（注1）   0．01   
さとうきび   0．01   
アスパラガス   0．01   

オクラ   0，01   
ラズベリー   0．01   
ブラックベリー   0．01   
ブルーベリー   0．01   
クランベリ叶   0．01   
その他のペリー類果実（注2）   0．01   
その他のオイルシード（注3）   0．01   
その他のノ＼－ブ（注4）   0．01   

（注1）「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小  

麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のもの  
をいう。  

（注2）「その他のベリー類果実」とは、ペリー類果  
実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリーー、ブ  
／レー／ヾリー、クランベ リー及びハックルベリー以外 

のものをいう。   

1  

（注3）「その他のオイルシード」とは、オイルシーー  

ドのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばな  
の種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものを  
いう。  

（注4）「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、ク  

レソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎  
及びセロリの葉以外のものをいう。  
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レビメクテン（Lepimectin）  

ピメクテンA4（LA4）  

た剤は、LA3とLA4の鹿合物。  

（ただし、存在比はL．A3≦20％、LA4≧80％）   

16員環マクロライド骨格を有する殺虫剤  

ミルベマイシン誘導体に関する研究の中で開発された。ミルベマイシン誘導体の  

作用機構  研究は三ルベメクテンを出発原料としているが、ミルベメクテンが昆虫等の神経系  

の塩素イオンチャンネルに作用すること及び本剤の中毒作用がミルベメクテンと  

類似することから、本剤も同じ作用機構を有すると考えられている。   

農薬登録申請；かんきつ、いちご、なす等／チャノキイロアザミウマ、ミカンハモグ  
適用作物／適用病害虫等  

リガ、ハスモンヨトウ等   

我が国の登録状況   農薬登録はない。（新たに農薬登録申請がなされたものである。）   

国際基準は設定されていない‘。諸外国においても残留草準値は設定されていな  
諸外国の状況  

い。   

許容一日摂取量（ADり 0．02m／k 体重／day  

食品安全委員会における       ［設定根拠］2年間 発がん性試験（ラット混餌）   

食品健康影響評価結果   無毒性量－2．02mg／kg体重／day  

安全係数100   

基準値案   別紙1のとおり。   

TMDI／ADI比は、以下のとおり。  

TMDI／ADI比  

（％）  

暴露評価  
国民平均   2＿3  

幼小児（1～6歳）   5．6  

妊婦   1．9  

高齢者（65歳以上）   2．1  

TMD【：理論最大一日摂取量（TheoreticalMaximumDailyIntake）   

意見聴取の状鱒   
平成21年7月28日に在京大使館への説明を実施  

現在、パブリックコメント及びmo通報手続中   

答申案   別紙2のとおり。   
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（別紙1）  レビメクチン   農薬名  

参考基準値  
基準値  外国  作物残留試験成績   

農産物名 案 現行  基準値  
pPm   PPm   pPm  PPm   pm  

だいこん類（ラディシシュを含む）の根   0．01  甲  0．002，く0．001   

申  だいこん類（ラディッシュを含む）の葉   b．3  0．051（‡），0．030・   

はくさい  0．05  申  0．007，0＿010   

キャベツ  0．05  申  0．004，0．010（‡）   

ブロッコリー   0．05  申  ‾，0．006，0．012   

申 レタス（サラダ菜及びちしやを含む）   0．1  0．017，0．019   

ねぎ   0．01  申、  0．002，0．002   

0．006，0．006（ト㌧ト）  

トマト   0．3  申 0．089，0．069（ミニトマト）   

なす 0．2  申  0．006（軋0．028（＃）（‡）   

申  みかん  0．01  0．002，0．002  

0．006／0．005（＃）  

なづみかんの果実全体  0．1  申  （すだち参照）   

レモン   0．1  申  （すだち参照）   

0．1  申．・  オレンジ（ネーブルオレンジを含む）  （すだち参照）   

申  グレープフルーーツ   0．1  （すだち参照）   

ライム  0．1  申  （すだち参照）  

0．004，0．00白／0．004，  
0．011（ゆず）  

0．014（‡）（すだち）  

その他のかんきつ類果実  0．1  申  0．005（かぼす）   

申  りんご   0．2  0．015（＃），0．029（＃）（‡）   

日本なし   0．2  申  0．029（＃）（‡），0．021（＃）   

西洋なし   0．2  申  （日本なし参照）   

申  いちご   0．5  0．110（軋0．116（＃）   

申  ぶどう   0．3  0．019，0．072（‡）   

0．064（‡），0．018（荒茶）  

茶   0．3  申  く0．001，〈0．001（浸出液）   

0．067，0．044（みかん果  

その他のスパイス   0．3  申 皮）   

（＄）これらの作物残留試験は、試験成績のばらつきを考慮し、この印をつけた残留値を基準値策定の根拠とした。  
（＃）これらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行われていない。  
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答申（案）   

レビメクチン  

（別紙2）  

残留基準値  
食品名  

Dロm   

だいこん須（ラディッシュを含む）の根   0．01   

だいこん類（ラディッシュを含む）の葉   0．3   
はくさい   0．05   
キャベツ   0．05   
ブロツコリ」   0，05   
レタス（サラダ菜及びちしやを含む）   0．1   
ねぎ   0．01   
トマト   0．3   
なす   0．2   

みかん   0．01   
なづみかんの果実全体   0．1   

レモン′   0．1   

オレンジ（ネーブルオレンジを含む）   0．1   

グレ⊥プフルーツ   0．1   
ライム   0．1   

その他のかんきつ類果実（注1）   0．1   

りんご 0．2   

日本なし   0．2   

西洋なし   0．2   

いちご   0．5   

ぶどう   0，3   

茶   0．3   

その他のスパイス琵町‾‾‾【‾Ⅶ‾－【   0．3   

※今回基準値を設定するレビメクチンとは、L－A3  
及びL．A4の和をいうこと。  

（注1）「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ  

類果実のうち、みかん、なっみかん、なっみかん 
の外果皮、なっみかんの果実全体、レモン、オレ  
ンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパ イス以外  

のものをいう。  

（注2）「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、  
西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがら  
し、パプリカ、しようが、レモンの果皮、オレンジの  

果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものを  
いう。   
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ブプロフエジン（Buprofezin）  

審議の対象   農薬の食品中の暫定的な残留基準の見直し   

稲わら等飼料由来の農薬に係る畜産物への基準設定※の要請があったもの。  

経緯  ※本割については、平成20年7月30日に開催された本分科会において、魚介類への基準値設定要  

請に伴う基準値の設定及びポジティブリスト制度導入時に設定した基準値の見直しについて審議済。   

0  

構造式   ㍍ 
。H3  

H3C CH3   

用途   農薬／殺虫剤   

チアジアジン環を有する殺虫剤。  

作用機構  脱皮異常による殺幼虫作用及び産下卵の不肺化による殺卵作用を示すことによ  

リ作用すると考えられている。   

かんきつ、稲、きゆうり、茶等／ヤノネカイガラムシ若齢幼虫、ツマグロヨフバイ幼  
適用作物／適用病害虫等     虫、チャノミドリヒメヨコ／〈イ幼虫等   

我が国の登録状況   稲、きゆうり、りんごヾもも等に農薬登録がなされている。   

国際基準はきゆうり、オレンジ、トマトに設定されている。米国においてアセロラ、  

諸外国の状況  あんず等に、オーストラリアにおいてかんきつ類果実、ぶどう等に、ニュージーラ  

ンドにおいてかんきつ類果実、ぶどう等に基準値が設定されている。   

許容一日摂取量（ADI）0．009mg／kg体重／day  

食品安全委員会における     ［設定根拠］2年間慢性毒性／■発がん性併合試験（ラット混餌）   

食品健康影響評価結果   無毒性量0．90nlg／kg体重／day  

安全係数100   

別紙1のとおり。 

基準値案   なお、現行の基準値が削除された食品は、基準が設定されていない食品同様、  

一律基準（0．01ppm）が適用される。   

EDI／ADI比は、以下のとおり。  

EDI／ADI比  

（％）  

暴露評価  国民平均   36．5  

幼小児（1～6歳）   67．0  

妊婦   34．6  

高齢者（65歳以上）   37．4  

EDI：推定一日‡貫取量（EstimatedDailyIntake）   

平成21年7月28日に在京大使館への説明を実施  

今後、パブリックコメントの手続を予定  

【参考：平成20年7月の審議内容に係る状況】  
意見聴取の状況  

平成20年7月28日に在京大使館への説明を実施  

平成20年8月22日～同年10月21日 WTO通報実施（意見あり）  

平成20年8月22日～同年9月24日 パブリックコメント実施（意見あり）   

答申案   別紙2のとおり。   
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農薬名  ブプロフェジン  （別紙1）  

0．026，0．030，く0．005，  
く0．005，〈0．005，  

く0．005，0．016，0．022，  

0．027，0．022，0．046，  
0．031，0．051，く0．01，  
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農薬名  ブプロフェジン  
（別紙1）  

参考基準値  
基準値  外国  作物残留試験成績   

農産物名  案  現行  基準値  
PPm   PPm  pPm  Ppm   pPm  

【米国のきゆうり、かば  
ちゃ及びメロン類畢実   

その他のうり科野菜   0．50  アメリカ  を参照】   

鱒うれんそう  35  アメリカ   

オクラ   
未成熟えんどう  0．02  【〈0．006－0．011（n＝7）】  

マッシュルーム  

しいたけ  

その他のきのこ類  

その他の野菜  35  ・アメリカ  

0．04（＃），0．071（＃），  

鞠  0．23（＃），0．03（軋  

0．20（削，0．04（＃），0．01，  

く0．01，0．01，0．02，  
みかん   0．3  十  十  2．5  アメリカ      0．02，0．02，0．081，   

0．10，0．08，0．09，0．06，  
なっみかんの果実全体 0．038，0．035  

熟⊆  
0．69，0．20  

【米国のオレンジを参  
レモン′   照】   

十＋  

0．62（＄），0．36  
オレンジ   0．5  

グレーフフルーツ   2    ○  【米国のオレンジを参照】   

ライム  2．5  2．5  
く0．01，0．03（ゆず）、  

0．02（＃），0．01（＃），0．013  

調  （すだち）、く0．005（か  

豪   
ぼす）、く0．01，0．18，  
く0，01，0．開（だいだ  

十  い）  

そめ他のかんきつ類果実  2．5  2．5  

0．18，0．08  
りんご   4．0     【0．057－0．933（n＝12）】  

0，022，0．024．0．168，   

日本なし   
西洋なし   

‾7ルメロ   

0．074，0＿100   

【米国のなし及びりんご  

びゎ  

もも   
ネクタリン   

あんず   

すもも  
く0．005（＃），く0．005（＃），  

く0＿01（＃），0．010（＃），  

うめ   

おうとう  

いちご  
ラズベリー  

ブラックベリー  
ブル「ベリー  
クランベリ⊥→  

ハックルノヾリー  

その他のペリー類果実  
く0．005（軌く0．005（軋  

0．010（軋0．079（＃），  

0．292（軋0．284（＃），  

0．185（＃），0．217（＃），  

0．18（軋0．26（＃）  

ぶどう   

かき  

バナナ   
0．033，0．013，0．16，  

キウイー   0．08，0．10，0．06   
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（別紙1）  ブプロフェジン   農薬名  

1．68（‡），0，82，0，88，  
1．56（みかんの果皮）   

陸棲哺乳類に属する動物の筋肉   

（牛の肝臓参照）   

棲哺乳類に属する動物の肝臓   

平成17年11月29日厚生労働省告示第499号において新しく設定した基準値については、網をつけて示した。  
（‡）これらの作物残留試験は、作物残留試験成績のばらつきを考慮し、最大残留値を基準値策定の根拠とした。  
（＃）これらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行われていない。  

「作物残留試験」欄に「推：」の記載のあるものは、推定残留量であることを示している。  
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答申（案）   

ブプロフェジン  

（別紙2）  

残留基準値  

食品名  

米   

l⊃l⊃m  

0．5   
小麦   0．3   
レタス   13   
その他のきく科野菜（注1）   3   

トマト   
ピーマン   0．5   
なす   

その他のなす科野菜（注2）   0．5   
きゆうり   
かぼちや   0．5   
しろうり   0．5   
すいか   0．5   
メロン類果実   0．5   
まくわうり   0．5   
その他のうり科野菜（注3）   0．5   
未成熟えんどう   0．02   
みかん   0．3   
なっみかんの果実全体   0．3   
レモン   2．5   
オレンジ   2   

グレープフルーツ   2．5   
ライム   2．5   
その他のかんきつ類果実（注4）   2．5   
りんご   2   

日本なし   2   

西洋なし   4．0   

マ／レメロ   4．0   
びわ   4．0   
もも   
ネクタリン   1．9   
あんず   0．7   

すもも   1．9   
うめ   1，9   
おうとう   1，9   
ぶどう   

かき   
バナナ   0．2   
キウイー   0，5   
パパイヤ   0，9   
アボカド   0．3   
グアバ   0．3   
マン／ゴー   0．9   
ハツソヨンフルーツ   2   

その他の果実（注5）   0．7   
綿実   0．35   
くり   0．02   
アーモンド   0．05   
茶   20   
その他のスパイス（注6）   5   

その他のハーブ（注7）   3   

（注1）「その他のきく科野菜」とは、きく科  
野菜のうち、ごぼう、サルシフイー、アー  
ティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆん  
ぎく、レタス及びハーブ以外のものをい  
う。   

（注2）「その他のなす科野菜」とは，なす  
科野菜のうち，トマト，ピーマン及びなす  
以外のものをいう。   

（注3）「その他のうり科野菜」とは、うり科  
野菜のうち、きゆうり、かぼちや、しろうり、  
すいか、メロン類果実及びまくわうり以外  
のものをいう。   

（注4）「その他のかんきつ類果実」とは、  
かんきつ類果実のうち、みかん、なっみ  
かん、なっみかんの外果皮、なっみかん  
の果実全体、レモン、オレンジ、グレープ  
フルーツ、ライム及びスパイス以外のもの  

をいう。   

（注5）「その他の果実」とは、果実のうち、  
かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋  
なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あ  
んず、すもも、うめ、おうとう、ペリー 類果  
実、ぶどう、かき、バナナ、キウイー、パパ  
イヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マ  
ンゴー 、パッションフルーツ、なっめやし  

及びスパイス以外のものをいう。   

（注6）「その他のスパイス」とは、スパイス  
のうち、西洋わさび、わさびの根茎、にん  
にく、とうがらし、パプリカ、しようが、レモ  
ンの果皮、オレンジの果皮、・ゆずの果皮  
及びごまの種子以外のものをいう。   

（注7）「その他のハーブ」とは、ハーブの  
うち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリ  
の菓、セロリの茎及びセロリの菓以外のも  
のをいう。   
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ブプロフェジン（づづき）   

残留基準値  

食高名  
DDm   

牛の筋肉   0．05   

豚の筋肉   0．05   
その他の陸棲哺乳類に属する動物（注8）の筋肉   0．05   
牛の脂肪   0．1   

豚の脂肪   0．1   

その他の陸棲晴乳類に属する動物の脂肪   0．1   
牛の肝臓   0．1   

豚の肝臓   0．1   
その他の陸棲晴乳類に属する動物の肝臓   0．1   
牛の腎臓   0．05   

豚の腎臓   0．05   
その他の陸棲晴乳類に属する動物の腎臓   0．05   
牛の・食用部分   0二1   

豚の食用部分   0．1   

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分   0．1   
乳   0．02   

魚介類   0．2   

（注8）「その他の陸棲哺乳類に属する動  

物」とは、陸棲晴乳類に属する動物のう  
ち、牛及び豚以外のものをいう。   
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ノバルロン（Novaturon）  

審議の対象   農薬の食品中の残留基準の追加設定   

農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴い要請があり、併せて  
経緯 

インポートトレランス制度に基づく基準設定の要請があったもの。   

構造式   
0‾CF2CHFOCF3   

F                Cl   H    H   ！ l   ＼／C‾N‾C－N＼／  l】1l   0    0  

F   

用途   農薬／殺虫剤   

ジフルベンゾイルウレア系殺虫剤  

作用機構  アセテルグルコサミンの生成を阻害し、脱皮を阻害することにより作用する  

と考えられている。   

適用作物／適用病害虫等   
適用拡大中言古；ふき／ハスモンヨトウ  

インポ⊥トトレランス申請；とうがらし／タバコガ等   

我が国の登録状況   なす、トマト、キャベツ、ピーマン、いちご等に農薬登録がなされている。   

綿実、ばれいしょ等に国際基準が設定されている。米国におし†て、仁果果  

諸外国の状況  
実、綿実等、カナダにおいてりんご、畜産物等」EUにおいてばれいしょ、ト  

マト等、オーストラリアにおいて仁果果実、綿実等、ニュージ∵ランドにお  

いて仁果果実に基準値が設定されている。   

許容一日摂取量（ADI）0．011mg／kg体重／day  

食品安全委員会における     ［設定根拠］2年間慢性毒性／発がん性併合試験（ラット混餌）   

食品健康影響評価結果   無毒性量1．lmg／kg体重／day  

安全係数100   

基準値案   別紙1のとおり。   

EDI／ADI比は、以下のとおり。  

EDI／ADI比  

（％） 

暴露評価  国民平均   23．2  

幼小児（1一一6歳）   65．5  

妊婦   23．4  

高齢者（65歳以上）   22．4  

EDI：推定「日摂取量（EstimatedDailyIntake）   

平成21年6月26日に在京大使館への説明を実施、  

意見聴取の状況  平成21年8月3日～同年9月2日 パブリックコメント実施  

（今回の基準値改正案に係る内容についての意見はなし）   

答申案   別紙2のとおり。   
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（別紙1）  農薬名  ノバルロン   

基準値  外国  作物残留試験成績．   

農産物名  案  現行  基準値  
PPm   Ppm   ppm  pPm  Ppm   

ばれいしよ   0．05   0．05  0．01  0．05  アメリカ  【く0．Ol（n＝14）（米国ばれいしょ）】、   

さといも類（やつがしらを含む）   0．05   0．05  【米国のばれいしょ参照】   

かんしよ   0．05   0．05  【米国のばれいしよ参照】   

やまいも（長いもをいう）   0．05   0．05  【米国のばれいしょ参照】   

その他のいも類  0．05  0．05  0．05  アメリカ   l米国のばれいしよ参照】   

てんさい   0．05   0－05  0  〈0．01，〈0．01   

キャベツ   ロ  ○  0⊥28，0．32   

その他のきく科野菜   申  0．32，0．22（ふき）   

0．16，0．32（トマト）  
トマト   2  2  0．42，0．73（ミニトマト）   

0．7   ピーマン  0．7  0．14，0．24（‡）   

なす   0．5  0．5  ○  0．12，0．16   

その他のなす科野菜   0．7  IT  0．7  韓国  【0．245（韓国とうがらし）】   

その他のうり科野菜   0．05   0．05  0．05  アメリカ   【米国のばれいしょ参照】   

しようが  0．05  0．05  0．05  アメリカ   【米国のばれいしょ参照】   

えだまめ  0．01  0．01  0．01  

その他の野菜   0．05   0．05  0．05  アメリカ   【米国のばれいしょ参照】   

りんご  3  3  3  

日本なし  3  3  

西洋なし  3  3  3  

3  3  3  マルメロ  

びわ  3  3  3  

2   2■  ．0  いちご  0．66，0．83   

綿実   1   0．5  0．60  アメリカ  

その他のスパイス  ・05  0．05  

その他のハーブ   0．05  0．05  

牛の筋肉   0．7   0．7  0．7  

豚の筋肉   0．7   0．7  0．7   

その他の陸棲哺乳類の筋肉   0．7   0．7  0．7   

10  牛の脂肪   10   10  

豚の脂肪   10   10  10   
10   その他の陸棲哺乳類の脂肪   10   10  

牛の肝臓   0．7   0．7  0．7  

豚の肝臓   0，7   0．7  0．7   

その他の陸棲哺乳類の肝臓   0．7   0．7  0．7   

牛の腎臓   0．7  0．7  ・0．7  

豚の腎臓   0．7   0．7  0．7   

その他の陸棲晴乳類の腎臓   0．7   0．7  0．7   

牛の食用部分   0．7   0．7  0．7  

豚の食用部分   0．7   0．7  0．7   

その他の陸棲哺乳類の食用部分   0．7   0．7  0．7   

乳   0．4   0．4  0．4  

鶏の筋肉   0．01   0．01  0．01  

その他の家きんの筋肉   0．01   0．01  0．01   

鶏の脂肪   0．01   0．01  0．01  

その他の家きん 0，01   0．01  0．01   

鶏の肝臓   0．01   0．01  0．01  

その他の家きんの肝臓   0．01   0．01  0．01   

鶏の腎臓   0．01   0．01  0．01  

その他の家きんの腎臓   0．01   0．01  0．01   

鶏の食用部分   0．01   0．01  0．01  

その他の家きんの食用部分   0．01   0．01  0．01   

鶏の卵   0．Oi   0．01  0．01  

その他の家きんの卵   0．01   0．01  0．01   

（＄）で示した作物残留試験成績は、作物残留試験成績のばらつきを考慮し、最大残留値を基準値策定の根拠とした。  
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容申（案）  

ノバルロン  

（別紙2）   

残留基準値  
食品名  

ppm 

その他のきく科野菜（注1）   

その他のなす科野菜（注2）   0．7   

（注1）「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシ  

フイー、アーティチョ∵ク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス及び  
ハーブ以外のものをいう。  

（注2）「その他のなす科野菜」とは，なす科野菜のうち，トマト，ピーマ  
ン及びなす以外のものをいう。  
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プロヒドロジャスモン（ProhydrQjasmon）  

審議の対象   農薬の食品中の残留基準の追加設定   

経緯   農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴い要請があったもの0   

醇  0．り／。。。ノ  
（1ノ‡，2ノi）－PDJ（抽〃∫－P工）J）  （1∫，2∂－PDJ（如惜－PDJ）  

構畠式  

0。。。ノ む：ニご／  
（lR，2S）－PDJ・（cis－PDJ）  （lS，2R）－PDJ（cisJPDJ）   

用途   農薬／植物成長調整剤   

植物ホルモンであるジャスモン酸様物質  

作用機構  早生りんご等に対する着色成熟促進及びみかんの浮皮軽減等の効果が  

確認されている。   

適用作物／適用病害虫等  適用拡大申請；みかん／浮皮軽減   

我が国の登録状況   リんご、ぶどうに農薬登録がなされている。   

諸外国の状況   
国際基準は設定されていない。諸外国においても残留基垂値は設定され  

ていない。   

許容一日摂取量（ADI）0，14㌫g／k 体重／day  

食品安全委員会における      ［設定根拠］2年間慢性毒性／発がん性併合試験（ラット混餌）   

食品健康影響評価結果   無毒性量1 

安全係数100   

基準値案   別紙1のとおり。   

TMDI／ADl比は、以下のとおり。  

TMDI／ADI比  

（％）  

暴露評価  
国民平均   0．1  

幼小児（1～6歳）   0．2 

妊婦   0．0  

高齢者（65歳以上）   0．1  

TMDI＝理論最大一日摂取量（TheoreticaFMaximumDaiZyIntake）   

平成21年5月22日に在京大使館べの説明を実施  

意見聴取の状況  
平硬21年7月22日～同年9月20日 WTO通幸艮実施  

（意見の有無について連絡待ち）  

平成21年8月3日～同年9月2日 パブリックコメント実施（意見なし）   

答申案   別紙2のとおり。   
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（別紙1）  プロヒドロジャスモン   農薬名  

参考基準値  

基準値  外国  作物残留試験成績   

農産物名  案  現行  基準値  
PPm   Ppm   Ppm  ppm   PPm  

申  みかん   0．05  く0．002（軋く0．002（＃）   

0．05   りんご  0．05   

ぶどう   0．05   0．05  、○  く0．001（＃）／〈0．・002（＃）   

0．008（軋0．008（＃）（みか   

その他のスパイス   0．05  申  んの果皮）   

注）基準値案は、作物残留試験結果のほか、想定される暴露量が著しく小さいことなどから、分析の効率性を鑑み設  
定した。  

（＃）これらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行われていない。  
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答申（案）   

プロヒドロジャスモン  

（別紙2） 

残留基準値  

食品名  

ppm   

みかん   0．05   

その他のスパイス（注）   0．05   

（注）「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わ  

さび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、し  
ようが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮  
及びごまの種子以外のものをいう。  
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ピラクロストロビン（Pyraclostrobin）  

審議の対象   農薬の食品中の残留基準の追加設定   

経緯   農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴い要請があったもの。   

構造式  

ド cIC2NCyOH3C＼0／NYO＼cH3  ／ク  
0  

用途   農薬／殺菌剤   

ストロビルリン系殺菌剤  

作用機構  植物病原菌内のミトコンドリア内のシトクロ「ム電子伝達系を阻害し、胞子発  

芽及び菌糸伸長を阻害することで作用すると考えられている。   

適用作物／適用病害虫等  適用拡大申請；かき、うめ、すもも／落葉病、炭痘病、黒豆病等   

我が国の登鐘状況   かぼちゃ、りんご、もも等に農薬登録がなされている。   

キャベツ、りんご、コ⊥ヒー豆等に国際基準が設定されている。米国において、ぶ  

どう、らっかせい等に、カナダにおいてブロツコリ「、マンゴー等に、 EUにおし、て  
諸外国の状況  

かんきつ類、豆類等に、オーストラリアにおし＼てりんご、ぶどう等に、ニュージーラ  

ンドにおいてぶどう、キウィ一等に基準値が設定されている。   

許容q日摂取量（ADI）0．03img／kg体重／da  

食品安全委員会における     ［設定根拠］①2年間慢性毒性試験（ラット混餌）   

食品健康 ②2年間発がん性試験（ラット混餌）  

無毒性量 3．4mg／kg体重／day  

安全係数100   

基準値案   別紙1のとおり。   

EDI／ADI比は、以下のとおり。   

EDI／ADI比  

（％）  

国民平均   24．1  
暴露評価  

幼小児（1～6歳）   49．3  

妊婦  16．7  

高齢者（65歳以上）  26．5  

EDI：推定一日摂取量（EstimatedDaiLylntake）   

意見聴取の状況   
平成21年7月28 
現在、パブリックコメント及びmo通報手続中   

答申案   別紙2のとおり。   
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（別紙1）  ピラクロストロビン   農薬名  

参考基準値  
基準値  外国  作物残留試験成績   

農産物名  案  現行  基準値  

pPm   ppm   Ppm  ppm   ppm 

0．02  0．2  小麦   0．2  

大麦 0．5   0．4  0．5  

ライ麦   0．02   0．02   

とうもろこし 0．02   0．1   0．02  

0．5  その他の穀類   0．5  

大豆   0．05   0．．04  0．05  

小豆類   0．5   0．3  0．5   

えんどう   0．3   0．3  0．3   

0こ3  0．2   そら豆   0．3  

らつかせい   0．05   0．05  

その他の豆類   0．3   0．3   0．2  

ばれいしよ   0．02   0．q2  P・02  

さといも類   0．04   0．04   

かんしよ   0．04   0・04   

やまいも   0．04   0．04   

その他のいも類   0．04   0．04   

てんさい   0．2   0．2  0．2  

だいこん類（ラディッシュを含む）の根   0．5   0．4   0．5  

20  だいこん類（ラディッシュを含む）の葉   20   16  

かぶ類の根   0．4   0．4   

かぶ類の菓   16   16   

西洋わさび   0．4   0．4   

クレソン  29  29  

1．59（軋0．252（＃）ノ  

はくさい  3  ○  0．358（＃），1．34（＃）  

5  キャベツ  0．2  0，2  

5  0．3  芽キャベツ  0．3  

16  ケール  

きような  16  16  

チンゲンサイ  5  5  

5  0．1  カリフラワー  0．1  

0．1  5  0．1  ブロッコリー  

その他のあぶらな科野菜  16  16   

ごぼう   0．4   0．4  

0．4   0．4   サルシフイー   

チコリ 29   29   

エンダイブ  29  29  

2  29  2  レタス  
29  29   その他のきく科野菜  

たまねぎ  0．2   0．2  0．2  

ねぎ   0．7   0．9  0．7   

0．05   にんにく   0．05   0．9  

その他のゆり科野菜 0．9   0．9   

にんじん   0．5   0．4  0．5  

パースニップ   0．4   0．4   

29   29   パセリ  

セロリ   29   29   

その他のせり科野菜   29   29   

トマト   0．3   0．3   0．3  

P ピーマン   0．5   0．3  

なす   0．5   ○  0．3   0．06，0．12（‡）  

その他のなす科野菜   1．4  0．5   1．4  

きゆうり   0．5   0．5  ．0   0．5  0．072（軌0．072（＃）   

かぼちや 0．5   0．5  ○   0．3  0．056（軋0．042（＃）   

しろうり   0．5   0．5   

すいか   0．5   ○  く0．05，く0．05  

メロン類果実 0．2   0．3   0．2  

まくわうり   0．5   0．5   

その他のうり科野菜   0．5   0．5   
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農薬名  ピラクロストロビン  （別紙1）  

参考基準値  
基準値  外国  作物残留試験成績  

農産物名  案   現行   基準値  

ppm   pPm  pPm   ppm  ppm   

しようが   0．04   0．04  

未成熟えんどう   0，02   0．5   0．02  
未成熟いんげん   0．5   0．5   

えだまめ   0．5   0．5   

その他の野菜   16   16  0．02  

みかん   
0・006，0．007，く0．005，   

0．02   0．0革  01、   0．006   

なっみかんの果実全体   2  ○   0．37，0．28  
レモン‘   2  ○   

2  ○   オレンジ（ネーブルオレンジを含む）   

グレーフフルーツ   2  ○   

ライム   2  ○   

その他のかんきつ短果実 ■  ロ   
0．09（すだち）  

2  ○   0．05（かぼす）  

0．257，0．204／0．178，   
りんご   ロ  ○   0．5  0．348   

日本なし   
0．437（吼0．648（＃）／   

1．5   1．5  （⊃  0＿298，0．220 

西洋なし   1．5   1．5  ○   

マルメロ   1．5   

びわ   1．5   1．5   

〈0．005（射，く0．005（＃）（果   

もも   0．02   0．02  ○   
肉）  

4．10（＃），1．08（＃）（果皮）   

ネクタリン   0．9  （⊃   0．29，0，38 

あんず（アプリコットを含む）   2   0．9  申   （うめ参照）   

すもも（プルーンを含む）   0．9  申   く0．05，〈0．05   

つめ   2   申   0．36，0．55   

おうとう（チェリーを含む）   2  2  0，900，0．554   

いちご   0．5   0．4  0．5  
ラズベリー   

2  1．3  2  

ブラックベリー  1．3  1．3   
ブルーベリー   1．3   
ハックルベリー   1．3   1．3   

その他のペリー類果実   1．3   1．3   

l．00（＃），1．19（＃）／  

ぶどう   
0．782（＃）／0．370（軌   

3   3  （⊃   2  0．323（＃）   

重き   0．7  申  0．12，0．22（‡）   

バナナ   0．02   0．02  0．02  
パパイヤ   0．05  0．05   
マンゴー   0．05  0．05   

ひまわりの種子   0．3  0，3  0．3   

くり   0．04   0．04  

ペカン   0．02   0．02 0二02  

アーモンド   0．02   0．02  0．02  

くるみ   0．04   0．04   

その他のナッツ類   0．7   q  

コーヒー豆   0．3   0．3  
ホップ   15  23  15   

0．96，1．34，0．80，1．63（み   
その他のスパイス   29   29  かん果皮）   

その他のハーブ   29   29   
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（別紙1）  ピラクロストロビン   農薬名  

参考基準値  
基準値  外国  作物残留試験成績   

農産物名  案  現行  基準値  

PPm   Ppm   pPm  ppm   pPm  

0．5  牛の筋肉   0．5   0．1  

の庸一－  05  01   05   
羊0．1  

馬0．1  

その他の陸棲哺乳類の筋肉   0．5    山羊0．1  0．5  

牛の脂肪   0．5   0．1  0．5  のヒ  05  01   05   
羊0．1  

馬0．1  

山羊0．1  

その他の陸棲輔乳類の脂肪   0．5  0．05  0．5  

牛の肝臓 0．05   1．5  0．05  の  005  15   005   
羊1．5  

馬0．1  

山羊1．5  

その他の陸棲晴乳類の肝臓   0．05  0．05  0．05  

牛の腎臓   0．05   0．2  0．05  

005   の  005  02  
羊0，2  

馬0．2  

山羊0．2  

その他の陸棲晴乳類の腎臓  0．05  0．05  0．05  

牛の食用部分   0．05   0．2  0．05  

005   の    ∠ゝ    02   005   
羊0．2  

馬0．2  

山羊0．2  

その他の陸棲晴乳類の食用部分   0．05  0．05  0．05  

0．03   0．1  0．03  乳  
鶏の筋肉   0．05   0．05  0．05  

その他の家きんの筋肉   0．05   0．05  0．05   

0．05  鶏の脂肪   0．05   0．05  

その他の家きんの脂肪   0．05   0二05  0．05   

鶏の肝臓   0．05   0．05  0．05  

その他の家きんの肝臓   ．05   0．05  0．05   

0．05  鶏の腎臓   0．05   0．05  

その他の家きんの腎臓   0．05   0．05  0．05   

鶏の食用部分   0．05   0．05  0．05  

その他の家きんの食用部分   0．05   0．05  b．05   

0．05  鶏の卵   0．05   0．05  

その他の家きんの卵   0．05   0．05  0．05   

干しぶどう   5  5  

（＄）これらの作物残留試験は、試験成績のばらつきを考慮し、この印をつけた残留値を基準値策定の根拠とした。  
（＃）これらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行われていない。  
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答申（案）   

ピラクロストロビン  

（別紙2）  

残留基準値  

食品名  
DDm   

小 0．2   

大麦   0．5   

とうもろこし   0．02   

その他の穀類（注1）   0．5   

大豆   
小豆類   0．5   

だいこん類（ラディッシュを含む）の根   0．5   

だいこん類（ラディッシュを含む）の葉   20   
キャベツ   0．2   
芽キャベツ   0．3   

ケール   

カリフラワー   0．1   
ブロッコリー   0．1   

レタス   2   

ねぎ   、 0：7   

にんにく   0．05   

にんじん 0．5   
ピーマン   0．5   

なす   0．5   

メロン類果実   0．豆   

未成熟えんどう   0．02   

なっみかんの果実全体   
レモン   

オレンジ（ネーブルオレンジを含む）   

グレープフルーツ 

ライム   

その他のかんきつ類果実（注2）   
ネクタリン   
あんず（アプリコットを含む） 「   2   

すもも（プルーンを含む）   

うめ   2   

いちご   0．   
ラズベリー   

2   

ブルーベリー   

かき   0．7   
パパイヤ   0．05   
マンコー   0．05   

その他のナッツ類（注3）   
コーヒー豆   0．3   

ホップ   15   

牛の筋肉   0．5   

豚の筋肉   0．5   

その他の陸棲晴乳類に属する動物（注4）の筋肉   0．5   

牛の脂肪   0．5   

豚の脂肪   0．5   

その他の陸棲晴乳類に属する動物の脂肪   0．5   

牛の肝臓   0．05   

豚の肝臓   0．05   

その他の陸棲晴乳類に属する動物の肝臓   0．05   

牛の腎臓   0．05   

豚の腎臓   0．05   

その他の陸棲晴乳類に属する動物の腎臓   0．05   

牛の食用部分（注5）   0．05   

豚の食用部分   0．05   

その他の陸棲晴乳類に属する動物の食用部分   0．05   

乳   0，03   
干しぶどう   5   

（注1）「その他の穀類」とは、穀類のうち、  
米、′」、麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそ  
ば以外のものをいう。   

（注2）「その他のかんきつ類果実」とは、かん  
きつ類果実のうち、みかん、なっみかん、な  
つみかんの外果皮、なっみかんの果実全  
体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ラ  
イム及びスパイス以外のものをいう。  

（注3）「その他のナッツ類」とは、ナッツ類の  
うち、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド及び  
くるみ以外のものをいう。  

（注4）「その他の陸棲晴乳類に属する動物」  

とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及  
び豚以外のものをいう。  

（注5）「食用部分」とは、筋肉、脂肪、肝臓及  
び腎臓以外のものをいう。   
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ボスカリド（Boscalid）  

審議の対象  ノ   農薬の食品中の残留基準の追加設定   

経緯   
農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴い要請があり、併せて  

インポートトレランス制度に基づく基準設定の要請があったもの。   

構造式   

0 グー   一芸己 

CI 

r  

Cl   

用途   農薬／殺菌剤   

アニリド系化合物の殺菌剤  

作用機構  ミトコンドリア内膜のコ／＼ク酸脱水素酵素複合休の電子伝達を阻害するこ  

とで作用すると考えられている。   

適用作物／適用病害虫等   
適用拡大申請こししとう、だいず、うめ等／灰色かび病、菌核病、黒星病等  

インポートトレランス申請；セロリ⊥大麦／うどんこ病、網斑病等   

我が国の登録状況   なす、きゆうり、りんご等に農薬登録がなされている。   

りんご、ぶどう等に由際基準が設定されている。米国においてばれいしょ、  

諸外国の〕犬況  
セロリ等に、カナダにおいてリーフレタス、もも等に、EUにおいて穀類、仁  

果果実等に、オーストラリアにおいてりんご、畜産物等に、ニュージーラン  

ドにおいてぶどう、キウイ一等に基準値が設定されている。   

許容一日摂取量（ADI）0．044m／k 体重／day  

食品安全委員会における      ［設定根拠］2年間慢性毒性試験（ラット混餌）   

食品健庫影響評価結果   無毒性量 4．4mg／kg体重／day  

安全係数100   

基準値案   別紙うのとおり。   

EDI／API比は、以下のとおり。  

EDI／ADI比  

（％）  

国民平均   38．3  
暴露評価  

幼小児（1～6歳）   73．3  

妊婦   28．8  

高齢者（65歳以上）   38．3  

EDl：推定一日摂取量（EstimatedDaily［ntake）   

意見聴取の状況   
平成21年8月全5日に在京大使館への説明を実施。  

今後、パブリックコメント及びWTO通報手続きを予定。   

答申案   別紙2のとおり。   
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（別紙1）  ボスカリド   農薬名  

参考基準値  

基準値  ．外国  作物残留試験成績、   

農産物名  案  現行  基準値  

ppm   PPm   pPm  pPm   ppm  

【く0．01－1．79（n＝10）（EU大  

大麦   3  IT  3  EU  麦）l   

大豆  2  0．1  0．03，0．57  

0．126，0．136（′ト豆）  

／」、豆類  2．5  2．5   0．340，0．452（いんげん）   

えんどう   2．5   2．5   

2．5   そら豆   2．5  

らつかせい   0．05   0．05   

そゐ他の豆類   2．5   2．5   

ばれいしよ   0．05   0．05  

さといも類   0．05   0二05   

かんしよ   0．05   0．05   

やまいも   0．05   0．05   

その他のいも類   0．05  0．05   

かぶ類の葉   10   10   

西洋わさび   0．7   0．7   

はく、さい   3．0   3．0   

キャベツ   3．0   （⊃  0．50，0．92  

3．0   芽キャベツ   3．0  

18   18   ケール  

こまつな   18   18   

きような   18   18   

18   18   チンゲンサイ  

カリフラワー   3．0   3．0   

ブロッコリー   3，0   3．0   

18   その他のあぶらな科野菜   18  

0．7   0．7   ごぼう  

サルシフイー   0．7   0．7   
0 

9．5，11＿4（サラタ■菜）  

レタス   20  ○申  4．0，2．4（リーフレタス） 

2   0．7  申  その他のきく科野菜  0．59，0．92（くきちしゃ）   

たまねぎ   3．0   3．0   0．006，0．067  

ねぎ   3．0   3．0   

にんにく   3．0   3．0   

3．0   3．0   にら  

その他のゆり科野菜 －3．0   ○  く0．1，く0．1（らっきょう）  

にんじん   0．7   0．7  ○ 0．28，0．06  

パースニップ  0．7  0．7  

【1．80－19．0（n＝12）（米国セロ  

セロリ  25  IT  4  アメリカ  

その他のせり科野菜  0．7  0．7   

0．852，1．09（トマト）  

トマト   5  50 2．91，1．74（ミニトマト）   

10  10  ピーマン  3．56（＄），2．03   

なす  2  20 0．610，0．932   

15   1．2   その他のなす科野菜  5．4，7．9（ししとう）   

きゆうり   5  50 
1．00．2＿10   

かぼちや  0．45，0．22   

しろうり   

すいか   0．042，0．039  

．メロン類果実   0．034（軋〈0．005   

まくわうり   

その他のうり科野粟   1．6   1．6   
52   



農薬名  ボスカリド  （別紙1）   

参考基準値  
基準値  外国▲  作物残留試験成績  

農産物名  案   現行   基準値  

PPm   PPm  Ppm   PPm  PPm   

たけのこ   1．6   1．6   

しようが   0．05   0．05   

未成熟えんどう   5   申  1．3，1．8（さやえんどう）  
未成熟いんげん   1．6   1．6   

えだまめ   2．0   2．0   

1．6   1．6  その他の野菜  

みかん   ロ  ○  0．38，0．16，0＿37（＃）   

なっみかんの果実全体   10   10  ○  3．52／2＿85   

レモン   10   10  ○  （なっみかん参照）   

オレンジ（ネーブルオレンジを含む）   10   10  ○  （なっみかん参照）   

グレープフルーツ   10   10  ○  （なつみかん参照）   

ライム   10   10  ○  （なつ＿みかん参照）  

277（すだち）   

竺聖但のかんきつ類果実  
2．26（かぼす）  

10   10  （⊃  （なっみかん参照）   

りんご   2  3．0   3．0  ○  0．376，0＿560   

日本なし   3．0   3．0  （⊃  0．532，0．435   

西洋なし   3．0   3．0  ○   
マルメロ   3．0   3．0   

びわ   3．0   3．0   

もも   
0．036（軌0，013（＃）（果肉）   

0．2   1．7  ○   3  9．28，1．74（果皮）   
ネクタリン   3   1．7  ○   3  0．48，0．84   

あんず（アプリコットを含む）   3   1．7  申  3  （うめ参照）   

すもも（プル∵ンを含む）   3   1．7  申  3  く0．05，〈0．05   

つめ   3   申  3  1．03，1．36  

おうとう（チェリーを含む）  3  3  3  1．28 0．84   

いちご   15   15  ○  7．28（＄），2．94  
ラズベリー   3．5   3．5   
ブラックベリーー   3．5   3．5   
ブルーベリー   3．5   3．5   
ハックル丁ベリー   35   3．5   

その他のペリー類果実   3．5  3．5  

ぶどう   10  10  5  4．30，5．20  

かき   口   申  0．16 0．46   

バナナ  0．2  0．2  
その他の果実  1．2  1．2  
ひまわりの種子   0．60   0．60  

なたね  3．5   3．5  

ぎんなん  0．05  0．05  

くり   0．70  0．70  0．05   
ペカン   0．70   0．70  0．05   
アーモンド   0．70   0．70  0．05   

くるみ   0．70   0．70  0．05   

その他のナッツ類   0．70  

コーヒー豆  0．05  0．05  
ホップ  35   35  

みかんの果皮  
11ふ12．2，29．3（＃）（＄）（み  

40  かんの果皮）  

その他のスパイス（みかんの果皮を除く。）  2．5  

その他のスパイス  ○  
11員12．2，29．3（＃）（‡）（み  

40  かんの果皮）   

スペアミント  30  
ペパーミント  30  
その他のハープ（スペアミント及びペパーミントを除く）  18   
その他のハーブ  30  
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（別紙1）  農薬名  ボスカリド   

参考基準値  

基準値  外国  作物残留試験成績   

農産物名  案  現行’  基準値  
PPm   Ppm   PPm  ppロー   pPm  

牛の筋肉   0．10   0．10  

豚の筋肉   0．05   0．05   

羊の筋肉   0．10   0．10   

馬の筋肉   0．10   0．10   

山羊の筋肉   0．10   0．10   

その他の陸棲哺乳類の筋肉   0．05   0．05   

牛の脂肪   0．30   0．30  

豚の脂肪   0．10   0．10   

羊の脂肪   0．30   0．30   

0．30   0．30   馬の脂肪  
山羊の脂肪   0．30   0．30   

その他の陸棲晴乳類の脂肪   0．1   0．1   

牛の肝臓   0．35   0．35  

豚の肝臓   0．10   0．10   

羊の肝臓   0，35   0．35   

馬の肝臓   0．35   0．↓35   

山羊の肝臓   0．35   0．35   

その他の陸棲哺乳類の肝臓 ノ   0．05   0．一05   

牛の腎臓   0．35   0．35  

豚の腎臓   0．10   0．10   

羊の腎臓   0．35   0．35   

馬の腎臓   0．35   0，35   

山羊の腎臓   0．35   0．35   

そめ他の陸棲哺乳類の腎臓   0．05   0．05   

牛の食用部分   0．35   0．35  

0．10   豚の食用部分   0．10  

羊の食用部分   0．35   0．35   

馬の食用部分   0．35   0．35   

山羊の食用部分   0．35   0．35   

その他の陸棲晴乳類の食用部分   0．05   0．05   

0．10   0．10  乳  

鶏の筋肉   0．05   0．05  

鶏の脂肪   0．05  0．05  

鶏の肝臓   0．10  0．10  

鶏の腎臓   0．10   0．10  

鶏の食用部分   0．10   0．10  

鶏の卵   0．02   0．02  

らつかせい油（※1）   0．15   0．15  

なたね油（※2）   5．0   5．0  

干しぶどう   10   8．5  10  

※1食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製落花生油、落花生サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用  
油に限る。  

※2食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製なたね油、なたねサラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油  
に限る。  
（‡）これらの作物残留試験は、試験成績のばらつきを考慮し、この印をつけた残留値を基準値策定の根拠とした。  
（＃）これらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行われていない。  
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（別紙2）  答申（案）   

ボスカリド  

残留基準値  
食品丞  

大麦   

l〕t）m  

肌【‾】‾‾   3   

天竜「   2   

レタス   20  
その他のきく科野菜（注1）   2  

セロリ   25   

その他のなす許啓奏そ護ラ「‾   15   

京窟藤吉万苦う   5   

もも   0．亘  

ネクタリン   3  

あんず（アプリコットを含む）   3  

すもも（プルーンを含む）   

うめ   
かき   
バナナ   0．2   
ぎんなん   0．05   
その他のナッツ頸（注3）   
コーヒー一旦   担   
その他のスパ才貢（護4）   40   

青石宿あ六ニブ（注5）   30   
牛の筋肉  0．10   
豚の筋肉   0．05   
羊の筋肉   0．10   
馬の筋肉   0．10   
山羊の筋肉   0．10   
その他の陸棲晴乳類の筋肉   0．05   

牛の脂肪   0．30   
豚の脂肪   0．10   
羊の脂肪   0．30   
馬の脂肪   0，30   
山羊の脂肪   0．30   
その他の陸棲晴乳類の脂肪   0．10   

牛の肝臓   0．35   
麻の肝臓   0，10   
羊の肝臓   0．35   
馬の肝臓   0．35   
山羊の肝臓   0．35   

その他の陸棲哺乳類の肝臓   0．05   
牛の腎臓   0．35   
豚の腎臓   0．10   
羊の腎臓   0．35   
馬の腎臓   0．35   
山羊の腎臓   0．35   
その他の陸棲晴乳類の腎臓   0．05   
牛の食用部分   0．35   
豚の食用部分   0．10   
羊の食用部分   0．35   
馬の食用部分   0．35   
山羊の食用部分－   0．35   
その他の陸棲晴乳類の食用部分   0．05   
乳   0．10   
鶏の筋肉   0．05   
鶏の脂肪   0．05   
鶏の肝臓   0．10   
鶏の腎臓   0．10   
鶏の食用部分   0．10   
鶏の卵   0．02   
干しぶどう   10  

※今回残留基準を設定するボスカリドとは、畜産  
物にあっては、ボスカリド、代謝物B〔2－クロロ「〃－  
（4’－クロロー5－ヒドロキシービフェニルー2一イル）ニコ  

チンアミド〕及び代謝物Bのグルクロン酸抱合体を  

ボスカリド含量に換算したものの和をいい、その他  
の食品にあっては、ボスカリドのみをいうこと。  

（注1）「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のう  
ち、ごぼう、サルシフイー、アーティチョーク、チコ  
リ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス及びハーブ以外  
のものをいう。  

（注2）「その他のなす科野菜」とは，なす科野菜の  
うち，トマト，ピーマン及びなす以外のものをいう。   

（注3）「その他のナッツ類」とは、ナッツ類のうち、  
ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド及びくるみ以外  
のものをいう。   

（注4）「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、  

西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、  
パプリカ、しようが、レモンの果皮、オレンジの果  
皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをい  
。  

（注5）「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレ  
ソン、にら、パセリの茎、パセリの菓、セロリの茎及  
びセロリの葉以外のものをいう。  
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シメコナゾール（Simeconazofe）  

審議の対象   農薬の食品中の残留基準の追加設定   

経緯   農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴い要請があったもの。   

凰OH 

s  

構造式   

F   

用途   農薬／殺菌剤   

トリアゾール系殺菌剤  

作用機構  菌類の細胞膜成分であるエルゴステロール生合成系の、うノステロールの  

C，4位脱メチル化を阻害することで作用すると考えられている。   

適用作物／適用病害虫等  適用拡大申請：かぼちや、うめ／べと病、うどんこ病、灰星病   

我が国の登録状況   稲、りんご、だいず等に農薬登録がなされている。   

国際基準は設定されていない。  
諸外国の状況  

韓国においてきゆうり、ぶどう等に農薬登録がなされている。   

許容一日摂取量（ADI）0，0085m／kg体重／day  

食品安全委員会における     ［設定根拠］．2年間慢性毒性／発がん性併合試験（ラットづ昆餌）   

食品健康影響評価結果  無毒性量0・85m草／kg体重／day  

安全係数、100   

基準値案   別紙1のとおり。   

TMDI／ADI比は、以下のとおリ  

TMDIノADI比  

（％）   

国民平均   24．5  
暴露評価  

幼小児（1∴′6歳）   51．ト  

妊婦   22．1  

高齢者（65歳以上）   27．7  

TMDI：痙論最大一日摂取量（TheoreticaIMaximumDairyIntake）   

意見聴取の状況   
平成21年7月28日に在京大使館への説明を実施  

現在、パブリックコメント及びmo通報手続中   

答申案   別紙2のとおり。   
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（別紙1）  シメコナゾー／レ   農薬名  

参考基準値  

基準値  外国  作物残留試験成績   

農産物名  案  現行  基準値  
PPm   PPm   ppm  pPm   Ppm  

く0．02，く0．02／く0．02，   

米   0．1  0．1  ．0  0．02／0．02・   

0．04川．b4／0．06（軋  

大豆   0．2   0．2  ○  0．13（拝）／0，01，0．02   

く0．02（＃），〈0．0飢＃）／  
く0．02（葉ねぎ）  

0．05（＃），く0．02（＃）／く0．02  

ねぎ   0．2   0．2  （⊃  （根深ねぎ）   

0．1   0．1  ○  にんにく  く0．02（軋く0．02（＃）   

トマト   0．2   0．2  ○  0．02（軋0．03（＃）   

0．06（軋0．08（＃）／  

きゆうり   0．3   0．3  0．06（軋0．11（＃）   

かぼちや   0．2  申  くb．05（拝），〈0．05（＃）   

すいか   0．1  0．1   〈b．02（＃），〈0．02（＃）  
〈002（＃）く002（＃）ノ   

メロン類果実   0．1   0．1  ○  〈0．02（軋〈0．02（＃）   

みかん   0．1   0．1   0．d2（＃），く0．02（＃）   

0．3  ○  なっみかんの果実全体   0．3  0．06（＃），0．05（＃）   

0．3   0．3  ▼ ○  レモン （なっみかん、ゆず参照）   

オレンジ（ネーブルオレンジを含む）   0．3   0．3  ○  （なっみかん、ゆず参照）   

グレープフルーツ   0．3   0．3  ○  （なっみかん、ゆず参照）   

0．3  ○  ライム   0．3  （なっみかん、ゆず参照）   

その他のかんきつ類果実   0．3   0．3  ○  0．02（削，0．08（＃）（ゆず）   

〈0．03，〈0．03ノ0．04，  
く0．03／0・041く0・03／  

りんご   0．5   0．5  ○  0．14．0．04  

く003007／007007   

日本なし   0．5   0．5  ○  ・／0．18，0．06   

0．5  ○  西洋なし   0．5  （日本なし参照）   

0．04，〈0．03／0．04， 
く0．03／0．16，0．30（果   

肉）  

0．66，0．30／0．59，0．26／  

もも 0．7   0．7  ○  3．73，9．開（果皮）   

ネクタリン   0．5  0．5  0．14，0．03   

あんず（アプリ云ットを含む）  口  0．40，0．28   

0．3  すもも（プルーンを含む）  0．3  く0．05，〈0．05   

申  うめ  0．50，0．39   

おうとう（チェリーを含む）  3  3   1．13，0．61   

いちご   3  ○  0．22，1．48   

0．2  ○  ぶどう  0．2  0．8（＃），く0．02（＃）  

かき  0．2   0．2  ○  ■  
〈0．03（＃），■0．06（＃）   

4．54，1．亭9／4．椚（軌  
2．50（＃）／2．5，6．0／  

4．4（軋8．2（祥）（荒茶）  
1．72，0．56／1．80（軋  
1．10（＃）／0．93，2．17／  

茶   o   10  ○  1．64（軋2．54（＃）（浸出液）   

0．08（軋0．08（＃）（みかん   

その他めスパイス・   0．3   0．3  ○  の果皮）   

0．02   0．02  魚介類  

（＃）これらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行われていない。  
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答申（案）   

シメコナゾール  

（別紙2）  

食品名   残留基準値 Dt〕m  かぼちや  0．2  うめ  山  
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フ工ントラザミド（Fentrazamide）  

審議の対象   農薬の食品中の残留基準の追加設定及び見直し   

経緯   魚介類への基準設定の要言高があったもの。   

構造式   

用途   農薬／除草剤   

y＼CINÅNÅN／glcH， ＼／   N＝N  
作用機構   

作用機構は明らかでないが、植物の細胞分裂組織に作用し、細胞分裂及  

び伸長を阻害して雑草の生育を停止させると考えられているよ   

適用作物／適用病害虫等  稲／水田一年生雑草、マツバィ、ホタルイ、ミズガヤツ リ、ウリカワ等   

我が国の登録状況   稲に農薬登録がなされている。   

国際基準は設定されていない。  
諸外国の状況  

韓国、タイ、ベトナム等において登録されている。   

許容一自摂取量（ADl）0．0052m／k体重／da  

食品安全委員会における     ［設定根拠］1年間慢性毒性試験（イヌ・混餌）   

食品健康影響評価結果   無毒性量0．52mg／kg体重／clay  

安全係数100   

基準値案   別紙1のとおり。   

TMDI／ADI比は、以下のとおり  

TMDI／ADI比  

（％）   

国民平均   2．4 
暴露評価  

幼小児（1～6歳）   3．9  

妊婦   1．9  

高齢者（65歳以上）   2．3  

TMDI：理論最大一日摂取量（TheoreticatMaximumDaitylntake）   

平成21年8月25日に在京大使館への説明を実施  
意見聴取の状況  

今後、パブリックコメント及びWTO通報手続きを予定   

答申案   別紙2のとおり。   
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（別紙1）  フェントラザミド   農薬名  

参考基準値  

基準値  外国  作物残留試験成績   
農産物名  案  現行  基準値  

Ppm   PPm   ppm  PPm   pPm  

米   0．02  0．1江）   ○  ＜0．005，＜0．005   

魚介類   0．03  推：0．0266   

注）基準値現行における米のフェントラザミドの分析対象化合物は、「フェントラザミド及びCPTが含まれる」とされるもの。  

今回の基準値設定の対象化合物は、フェントラザミドのみ。  
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答申（案）   

フェントラザミド  

（別紙2）   

食品名   残留基準値注）  Dbm  米  0．02  魚介類  0．03   
注）今回基準を設定するフェントラザミドは、フェントラザミドのみを  

いうこと。  
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豚サーコウイルス（2型）感染症（1型－2型キメラ）（デキストリン誘導体  

アジュバント加）不活化ワクチン  

審議の対象   動物用医琴品の食品中の残留基準の設定   

経緯   薬事法に基づく動物用医薬品の製造販売の承認申請に伴い要  

請があったもの   

本剤の概要   不活化した1型－2型キメラ豚サーコウイルスcPCVlr2珠を主剤  

とし、アジュバントとしてデキストリン誘導体アジュ′ミント溶液、保  

存剤■としてチメロサール溶液、溶剤としてヘペス加MEM溶液を  

使用した不活化ワクチン。   

適用動物／適用疾患   豚／豚サーコウイルス2型感染に起因する死亡豚及び発育不良  

豚の発生率の低減、増体量の低下の改善、臨床症状の改善及  

びウイルス血症の低減   

我が国の承認状況   承認されていない。（新たに承認申請がなされたもの）   

諸外国の状況   アメリカ、タイ、フィリピン、ブラジル及びパナマで承認されてい 

る。   

食品安全委員会における  豚サーコウイルス感染症は人獣共通感染症とはみなされてい   

食品健康影響評価結果  ない。また、本製剤甲主剤であるPK－15細胞培養 

ラ腹サーコウイルスcPCVl－2株は不活化されており、安全性試  

験及び臨床試験においても、豚に対する病原性を示さないとさ  

れている。アジュバント等の添加剤については、物質の使用状  

況、既存の毒性評価及び本製剤の摂取量を考慮すると、本製  

剤の含有成分の摂取による健康影響は無視できると考えられ  

る。また、アジュ／〈ント消長試験では、接種84日後においてア  

ジュバントの残留は認められなかった。  

以上のことから、本製剤が適切に使用される限りにおいては、  

食品を通じてヒトの健康に影響を与える可能性は無視できるも  

のと考えられる。   

基準値案   食品安全委員会における評価結果を踏まえ、残留基準を設定  

しないこととする。   

答申衰   食品中の残留基準を設定しないことが適当である。   
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ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎混合生ワクチン  

審議の対象   動物用医薬品の食品中の残留基準の畠定   

経緯   薬事法に基づく動物用医薬品の製造販売の承認白話に伴い  

要請があったもの   

本剤の概要   発育鶏卵培養ニューカッスル病ウイルスMET95抹及び発育鶏  

卵培養鶏伝染性気管支炎ウイルスTM－86w株を主剤とし、安  

定剤として乳糖水和物、ペプトン、D⊥ソルビトール、L－アルギニ  

ン塩酸塩、精製ゼラチン、保存剤としてベンジルペニシ」ンカリ  

ウム、ストレプトマイシン硫酸塩及び緩衝剤としてリン酸緩衝食  

塩液を使用した生ワクチン。   

適用動物／適用疾患   鶏／ニューカッスル病及び鶏伝染性気管支炎の予防   

我が国の承認状況 承認されていない。（新たに承認申請がなされたもの）  

発育鶏卵培養ニューカッスル病ウイルスーMET95株を主剤とす  

る動物用医薬品、発育鶏卵培養鶏伝染性気管支炎ウイルス  

TM－86w株を主剤とする動物用医薬品は既に承認され七お  

り、本製剤はこれらの配合剤である。   

諸外国め状況   承認されていない。   

食品安全委員会ヒおける  本製剤の主剤である発育鶏卵培養ニューカッスル病ウイルス   

食品健康影響評価結果  MET95株は弱毒株であり、病原性復帰は否定されている。鶏  

伝染性気管支炎は、人獣共通感染症とはみなされていない。  

また、安全性試験及び臨床試験において矧こ対する重篤な  

影■響は京さないとされている。さらに、添加剤等についても、  

本製剤の含有成分の摂取による健康影響は無視できると考  

えられる。  

以上のことから、本剤が適切に使用される限りにおいては、食  

品を通じてと卜の健康仁影響を与える可能性は無視できるも  

のと考えられる。   

基準値案   食品安全委員会における評価結果を踏まえ、残留基準を設  

定しないこととする。   

答申案   食品中の残留基準を設定しないことが適当である。   

6了   



68  

町
t
 
 
 



セフォベラゾン（Cefoperazone）  

審議の対象   動物用医薬品の食品中の残留基準の設定   

経緯   ポジティブリスト制度導入時に設定した残留基準の見直しを検討してきたもの   

H∋C′／′＼、N／■へ＼ 
＼ t  

＝  

oJ・甘Nこ㌘0  

構造式   

H。．．′0・ノ＼甘 デ1 器∋、．ヱ・・′N＼cH3  ■  
′くモ、．   HO′ 、こ0   

適用動物／適用疾患  牛／臨床型乳房炎   

我が国の承認状況  動物用医薬品として承認されていない。   

国際基準は設定されていない。  
諸外国の状況  

EUにおいて牛（乳のみ）に残留基準が設定されている。   

許容一日摂取量（ADZ）0．0013mg／kg体重／day  

［設定根拠］  

食品安全委員会に        1毒性学的AD10．75mg／kg体重／day   

おける食品健康影  6ケ月 亜急性毒性試験（イヌ・静脈）   

響評価結果   無作用量75mg／kg体重／day  

安全係数100  

N微生物学的ADIO．0013mg／kg体重／day（∨ICH算出式に基づき算出）   

基準値案   別紙1のとおリ   

TMDI／ADI比は、以下のとおり。  

TMDI／ADt比（％）  

基準値（案） 暫定基準値  

国民平均  10＿3  10．3  
暴露評価  

幼小児（1～6歳）  48．0  48＿0  

鱒婦  12・7  12・7  

高齢者（65歳以上）   10．1  10．1  

TMDI瑠言論最大一日摂取量（TheoreticaFMaXimumDairylntake）   

意見聴取の状況   平成21年6月3日～7月2日 パブリックコメント実施（意見なし）   

答申案   別紙2のとおり   

69   



（別紙1）  

セフォベラゾン（抗生物翼）  

基準値  
EU  休薬期間の設  

残留試験成績  

現行  食品名  基準  
PPm   定国及び地域  参照値（ppm）  

PPm   PPm   PPm  

牛の筋肉  

牛の脂肪  

牛の肝臓  

牛の腎臓  

牛の食用部  

1，5日：イタリア  1．028±0二684  
乳   0．05   0．05  0．05  

3日：フランス等   く0．017（6），0．021，0．035  
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（別紙2）  

答申（案）  

セフォベラゾン  

残留基準値  

PPm  

食品名  

了1   



了2  

‾礪   F
鴇
 
 



デストマイシンA（DestomycinA）  

審議の対象   飼料添加物の食品中の残留基準の設定   

経緯   ポジティブリスト制度導入時に設定した残留基準の見直しを検討してきたもの   

構造式   

惹茄；¢さ′峯票   EO‾警 
．－ 

13  

0鉾 蟻   

適用動物／適用疾患  豚・鶏／回虫駆除   

我が国の指定状況  現在、農林水産省により飼料添加物としての指定取り消しの手続が進め  

られておりこ製造・販売は行われておらず、国内において流通■使用は  

されていない。   

国際基準は設定されていない。  
諸外国の状況  

製造一販売は行われておらず、．流通・使用はされていない。   

食品安全委員会に  国内外での製造、販売及び使用実態がないデストマイシンAの残留基準値を   

おける食品健康影  削除することについては、食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康   

響評価結果   影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当する。   

基準値案   本剤は、ポジティブリスト制度の導入に際し、飼料の安全性の確保及び品  

質の改善に関する法律に基づく指定申請の際に実施された残留試験の検  

出又は定量限界を参考に、平成17年11月29日付け厚生労働省告示第  

499号により、食品－般の成分規格7に食品に残留する量の限度（以下  

「暫定基準」という）が定められたところであるが、今般、国叩こおいて飼料  

添加物としての指定取消しの手続が進められており、現在国内外において  

も製造・販売は行われ七おらず、使用実態等が確認されないことを踏ま  

え、暫定基準は削除し、本剤の食品中の残留基準を設定しないこととす 

る。  

本剤が食品に残留した場合の取り扱いにづいては、告示370号第1食品ゐ  

部A食品一般の成分規格の項1に示す「食品は、抗生物質又は化学合成  

品たる抗菌性物質を含有してはならない。－」が適用される。  

意見聴取の状況   平成21年4月16日に在京大使館への説明を実施  

平成21年5月13日～同年7月12日WTO通報コメント実施  

（今回の基準値改正案に係る内容についての意見はなし）  

平成21年6月3日～同年7月2日 パブリックコメント実施（意見なし）   

答申案   食品中の残留基準を設定しないことが適当七ある。   
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（別紙）  

デストマイシン全  

基準値案  
基準値  

国際基準  
食品名  現行 

PPm  PPm  PPm   

豚の筋肉  0．5  

豚の脂肪  0．5  

豚の肝臓  0．5  

豚の腎臓  0．5  

豚の食用部分＊1  0．5  

＊1ニ食用部分は、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。  

了4   



テルデカマイシン（Terdecamycin）  

審議の対象   動物用医薬品の食品中の残留基準の設定   

経緯   ポジティブリスト制度導入時に設定した残留基準の見直しを検討してきたもの   

′丁‾「＼  

構造式   

H HP－Cナ‾N＼＿Jヾ‾CH3   HaC／プ lcHa   グ。0し冨   、  N－C－C－CH3   Hd－ H． 、c＝3日 ‘呂   H3C H O   
適用動物／適用疾患  豚／赤痢、鶏／呼吸器性マイコプラズマ病  

我が国の承藷状況  平成17年に動物用医薬品としての承認が取り下げられており、製造・  

販売は行われておらず、国内において流通・．■使用はされていない。   

国際基準は設定されでいない。  
諸外国の状況  

製造・販売は行われておらず、流通一便用はされていない。   

食品安全委員会に  国内外での製造、販売及び使用実態がないテルデカマイシンの残留基準値   

おける食品健康影  を削除することにフいては、食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健   

響評価結果   康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当する。   

基準値案   本剤は、ポジティブリスト制度の導入に際し、薬事法に基づく承認申請の  

際に実施された残留試験の検出又は定量限界値を参考に、平成17年11  

月29日付け厚生労働省告示第499号により、食品一般の成分規格7に  

食品に残留する量の限度（以下「暫定基準」という。）が定められたところで  

あるが、平成17年4月に動物用医薬品としての承認が既に取り下げられ  

ており、現在国内外におい七も製造一販売は行われておらず、使用実態等  

が確認されないことを踏まえ、暫定基準は削除し、本剤の食品中の残留基  

準を設定しないこととする。  

本剤が食品に残留した場合の取り扱いについては、告示370号第1食品の  

部（食品一般の成分規格の項1に示す「食品は、抗生物質又は化学合成  

品たる抗菌性物質を含有し七はならない。」が適用される。  

意見聴取の状況   平成21年4月 

平成21年5月13日～同年7月12日 mO通報コメント実施  

（今回の基準値改正案に係る内容についての意見はなし）  

平成21年6月3日～同年7月2日 パブリックコメント実施（意見なし）   

答申案   食品中の残留基準を設定しないことが適当である。   

了5   



（別紙）  

テルデカマイシン  

基準値案  
基準値  

国際基準  
食品名  現行  

PPm  PPm  PPm   

豚の筋肉  0．05  

豚の脂肪  0．05  

豚の肝臓  0．05  

豚の腎臓  0．05  

豚の食用部分＊1  0．05  

鶏め筋肉  0．3  

鶏の脂肪  0．3  

鶏の肝臓  0．3  

鶏の腎臓  0．3  

鶏の食用部分  0．3  

＊1：食用部分は、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。  

了6   



バロモマイシン（Paromomycin）  

審議の対象   動物用医薬品の食品中の残留基準の設定   

経線   ポジティブリスト制度導入時に設定した残留基準の見直しを検討してきたもの   

HO葦軍  
構造式  HON“∴ 

≡二   
CHコNHコ   

適用動物／適用疾患  牛、豚、鶏／大腸菌症やサルモネラ症等の細菌性疾病 

我が国の承認状況  動物用医薬品として承認されていない。   

国際基準は設定されていない。  
諸外国の状況  

EUにおいて牛、豚、鶏等に残留基準が設定されている。   

許容一日摂取量（ADt）0・025mg／kg体華／day  

［設定根拠］  

食品安全委員会に        ・毒性学的AD10．034mg／kg 

おける食品健康影  2年間 慢性毒性試験（イヌ・混餌）   

響評価結果   無毒性量3．4mg／kg体重／day  

安全係数100  

・微生物学的ADI0，025mg／kg体重／day（CVMP算出式に基づき算出）   

基準値案   本剤の残留基準にういては、ポジティブリスト制度の導入に際し、EUの残留  

基準を参考に設定したところであるが、巨∪における本剤の承認状況、用法用  

量及び残留基準設定の根拠となる試験データ等の詳細な情報が確認できな  

かったため、食品、添加物等の親格基準（昭和34年厚生省告示第370号（以  

下、告示第370号という。））第1食品の部 A食品一般の成分規格の項7よ  

リ残留基準を削除することとする。  

本剤が食品に残留した場合の取り扱いにういては、告示第370号第1食品の  

部A食品一般の成分規格の項1に示す「食品は、抗生物質又は化学的貪  

成品たる抗菌性物質を含有してはならない。」が適用される。  

意見聴取の状況   平成21年3月＝日に在京大使館への説明を実施  

平成21年4月1日～同年5月31 

平成21年4月15日～同年5月14日 ′ 

答申案   食品中の残留基準を設定しないことが適当セある。   

了了   



（別紙）  

答申（案）  

バロモマイシン（抗生物質）  

基準値案  基準値現行  国際基準   EU  
食品名  

PPm   PPm   PPm   PPm   

牛の筋肉  0．5  0．5   

豚の筋肉  0．5  0．5   

その他の陸棲哨浮L類＊一に属する動物の筋肉  0．5  0．5   

牛の脂肪■  0．5  0．5   

豚の脂肪  0．5  0．5   

その他の陸棲晴乳類に属する動物の脂肪  0．5  0．5   

牛の肝臓  2  2   

豚の肝臓  2  2   

その他の陸棲晴乳類に属する動物の肝臓  2  2   

牛の腎臓  2  2   

豚の腎臓  2  2   

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓  2  2   

牛の食用部分＊2  2  2   

豚の食用部分  2  2   

その他の陸棲喝乳類に属する動物の食用部分  2  2   

鶏の筋肉  0．5  0．5   

その他の家きん＊3の筋肉  0．5  P．5   

鶏の脂肪  0．5  0．5   

その他の家きんの脂肪  0．5  0．5   

鶏の肝臓  2  2   

その他の家きんの肝臓  2  2   

鶏の腎臓  2  2   

その他の家きんの腎臓  2  2   

鶏の食用部分  2  2   

その他の家きんの食用部分  2  2   

魚介類（さけ目魚類に限る。）  0．5  0．5   

魚介類（うなぎ目魚類に限る。）  0．5  0．5   

魚介類（すずき目魚類に限る。）  0．5  0．5   

魚介類（その他の魚類叫に限る。）  0．5  0．5   

魚介類（貝類に限る。）  0．5  0．5   

魚介類（甲殻類に限る。）  0．5  0．5   

その他の魚介類＊5  0．5  0．5   

＊1：その他の陸棲l醇L類とは、陸棲哺乳類のうち、牛及び豚以外のものをいう。  

＊2：食用部分は、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。  

＊3：その他の家きんとは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。  

＊4：その他の魚類とは、魚類のうち、さけ目類、うなぎ目類及びすずき目類以外のものをいう。  

＊5：その他の魚介類とは、魚介類のうち、魚類、貝類及び甲殻類以外のものをいう。  
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リブアキシミン（Riねximin）  

審議の対象   動物用医薬品の食品中の残留基準の設定   

経緯   ポジティブリスト制度導入時に設定した残留基準の見直しを検討してきたもめ   

構造式   準 

O 
叫  

ぢHき CHユ   ●●●●●●●   ′0り■㌫。≠i－NH  グ0ゝJN＼ミ   0  け‾‾」」‥イc㌔   
適用動物／適用疾患  牛／乾乳期乳房炎、産後の子宮炎等   

我が国の承認状況  動物用医薬品として承認されていない。   

国際基準は設定されていない。  
諸外国の状況  

EUにおいて牛、羊、山羊、馬及びウサギに対する使用が認められている。   

許容一日摂取量（ÅDI）0．00045rTlg／kg体重／day  

［設定根拠］  

食品安全委員会に        ・毒性学的ADIO．025mg／kg体重／day   

おける食品健康影  3ケ月 亜急性毒性試験（ラット）   

響評価結果 無毒性量 25mg／kg体重／day  

安全係数1000  

ー微生物学的ADIO－0004戸mg／kg体重／daシ（VICH算出方式に基づき算出）   

基準値案   本剤の残留基準については、ポジティブt」スト制度の導入に際し、EUの残留  

基準を参考に設定したところであるが、EUにおける琴留基準設定の根拠とな  

る試験データ等の詳細な情報が確認できなかったため、食品、添加物等の規  

格基準（昭和34年厚生省告示第370号（以下、告示第370号という。））第1  

食品の部 A 食品一般の成分規格の項7より残留基準を削除することとす  

る。  

本剤が食品に残留した場合の取り扱いについては、告示第370号第1食品の  

部A食品一般の成分規格の項1に示す「食品は、抗生物質又は化学的合  

成品たる抗菌性物質を含有してはならない。」が適用される。  

意見聴取の状況   平成21年5月22日に在京大使館への説明を実施  
平成21年7月22日～同年9月20日 mO通報コメント実施中  

平成21年8月3日～同年9月2日 パブリックコメント実施（貫見なし）   

答申案   食品中め残留基準を設定しないことが適当である。   

了9   



リファキシミン（抗生物質）  

基準値案  基準値現行  国際基準   EU  
食品名  

PPm   PPm   PPm   PPm   

乳  0．06  0．06   

「
1
 
 
 



ノシヘブタイド（Nosiheptide）  

審言義の対象   飼料添加物の食品中の残留基準の設定   

経緯   ポジティブリスト制度導入時に設定した残留革華の見直しを検討してきたもの  

構造式   
へ ∫   。欝鶏   劇画■S  
琉駈夢撃  凹   

0   0   

適用動物／適用疾患  豚・鶏／飼料効率の改善   

我が国の指定状況  飼料添加物として指定されている。   

国際基準は設定されていない。  
諸外国の状況  

韓国及び台湾で使用が認められている。   

許容一日摂取量（ADI）0．l’81Jg／kg体重／day  

［設定根拠］  

食品安全委員会に        ・毒性学的AD10．023mg／kg体重／day   

おける食封建康影  妊娠6～18日目 発生毒性試験（ウサギ・経口）   

響評価結果   無毒性量J23．1mg／kg体重／day  

安全係数1000  

・微生物学的ADIO．00018mg／kg体重／day（VICH算出式に基づき算出）   

基準値案   別紙1のとおリ   

TMDl／ADI比は、以下のとおり。  

TMDl／ADI比（％）  

基準値（案） 暫定基準値  

17．7  17．7  
暴露評価  

幼小児（1～6歳）  45．2  45．2  

妊婦  17．1  け1  

高齢者（65碍以上）   け4  17・4  

TMDI：理論最大「日摂取量（TheoreticaIMaximumD寧iEyIntake）   

意見聴取の状況   パブリックコメント手続き中   

答申案   別紙2のとおり   
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（別紙1）  

ノシヘブタイド（抗生物質）  

基準値（案）  残留試験成績  

食品名  休薬期間 
PPm   Pm   参照値   試験日   

豚の筋肉   0．03   0＿03   7 く0．025（2．5倍量）   3日   

豚の脂肪   0．03   0．03   7日   く0・0写5（2・5倍量）   3日   

豚の肝臓   0．03   0．03   7日   く0．025（2．5倍量）   3日   

豚の腎臓   0．03   0．03   7日   く0．025（2－5倍量）   3日   

豚の食用部分＊－、2   0．03   0．03   7日   く0．025（2．5倍量）   3日   

鶏の筋肉   0．03   0．03   7日   く0．025（2倍量）   3日   

鶏の脂肪   0．03   0．03   7日   く0，025（2倍量）   3日   

鶏の肝臓   0．03 0．03   7日   く0．025（2倍量）   3日   

鶏の腎臓   0．03   0．03   7日   く0．025（2倍量ト   3日   

鶏の食用部分＊－、2   0．03   0．03   7日 く0．025（2倍量）   3日   

＊1：食用部分とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。  

＊2：小腸の残留試験の結果を参考とした。  
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（別紙2）  

（答申案）  

ノシヘブタイド  

残留基準値  
食品名 

PPm   

豚の筋肉   0．03   

豚の脂肪   0．b3   

豚の肝臓   0．03   

豚の腎臓   0．03   

豚の食用部分   0．03   

鶏の筋肉   0．03   

琴の脂肪   0．03   

鶏の肝臓 0．03   

鶏の腎臓   0．03   

鶏の食用部分 0．03   
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高濃度にジアシルグリセロールを含む食品の取扱いについて  

平成21年 9月 30日  

食品安全部基準審査課  

新開発食品保健対策室  

1．概 要  

（1）ジアシルグリセ自－ル（DAG）は油脂成分の一種であり、  一般の食用油にも数％含   

まれている。通常の油脂成分と比べて、体に脂肪がつきにくくなる働きが認められて   

おり、高濃度にDAGを含む食品（花王（株）「健康エコナクッキングオイル」等）   

が特定保健用食品※として許可されいる。   

※本年9月の消費者庁発足に伴い、特定保健用食品業務については 消費者庁に移管されている。   

（2）DAGについては、発がんプロモーション作用についてめ懸念が指摘されたことから、   

現在、食品安全委員会において食品健康影響評価が継続されている。   

（3）一方、高濃度にDAGを含む食品の製造過程において、意図せず不純物として一般の   

食用油に比べ高濃度にグリシドーノ明旨肪酸エステルが生成することが判明し、当該物   

質は発がん物質であるグリシドールの関連物質であることから、食品安全委員会にお   

いて併せて食品健康影響評価が行われている。   

（4）各物質の詳細及び経緯については、別添1及び2参照。  

2．対応状況  

（1）一般の食用油についてグリシドーノ用旨肪酸エステル含有量調査を計画   

（2）グリシドーノ用旨肪酸エステルの体内における代謝、毒性等に関する試験の実施等を製  

造者（花王（株））に指示   

（3）製品中のグリシドーノ用旨肪酸エステルの低械策（製造方法の変更）の検討を製造者に  

指示   

→製造者は、低減についての検討を進めるとともに、低減が図られるまでの間、関連製  

品の一時販売自粛・出荷停止を行うことを決定（別添3）  

（参 考）  

ドイツ連邦リスク評価研究所（BfR）が2009年3月に、食用油、特に乳児用食品に   

グリシドーノ用旨肪酸エステルが含有されていることについての評価結果を公表してい   

る。いくつかの仮定をおいた上で、乳児用ミルク製品に含有されるグリシドーノ用旨肪   

酸エステルによる生後間もない乳児に対するリスクについて、当該物質の低減を推奨   

しつつも、4受乳を受けていない乳児にとっては、これらの製品が生命の維持に不可欠   

な栄養素を含有していることから使用を継続するよう勧告している。  
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（食品安全委員会HPより）  

ジアシルグリセロール（DAG）とは  

通常の食用油  

グリセリン 脂肪酸  
DAGは通常の食用油に比べて、脂肪酸が1個少ない。  

こ  

このため、DAGは「体に脂肪が付きにくい」  

特定保健用食品として許可されている。   

＜モデル図＞   

濫∃  
（事業者ホームページ「ジアシルグリセロール（DAG）とは」・を改変）  

グリシドール脂肪酸エステルとは  

グリシドール脂肪酸耳ステル  DA白油を作るエ程で生成される物質であり、グリシドールという物  
質に脂肪酸が1個結合したもの。   

グリシドール脂肪酸エステルが遺伝毒性を持つ発がん物質である  

かどうかの毒性学的なデータは得られていない。   
体内でグリシドール脂肪酸エステルからグリシドールへの反応が  

どの程度起こるかについてのデータは得られていないが、グリシ  
ドール脂肪酸エ・ステルは、消化されると分解されてグリシドールを  
遊離する可能性がある。   

グリシドールは、国際癌研究機関（IARC）によって「人に対し発が  
ん危険性あり」（2A群）と分類されている。  

グリシドール 脂肪酸  
＜モデル図＞  

○ 食品安全委員会では、DAG及びDAG油を作る工程で生成されるグリシドール脂肪酸   
エステルに関して、リスク評価（食べることによる健康への影響を調べること）に必要な   
データの速やかな提出を厚生労働省に対し要求しており、これが得られ次第、評価結果   
をまとめることとしています。   



高濃度にジアシルグ1」セロールを含む食品に対する対応経緯  

年 月   ジアシルグリセロールに関する経緯   グリシドール脂肪酸エステルに関する経緯   

平成10年   ジアシルグ リセロtルを高濃度に含む食品（DAG油）として、花王  

「健康エコナク、シキングオイル」を特定保健用食品として表示許可。  

平成15年6月   イ健康エコナクッキングオイル」を原料として用いた「花王工セナ蠣  

マヨネーズタイプ」が新たに特定保虚用食品として申請され、薬事－  

食品衛生審議会は「特定保健用食品として認めることは差し支えな  

足」と評価。ただし、「念のためとし発がんプロモーション作用を観  

察するため、より感度の高いラット等を用いた二段階試験を行う」こ  

ととされた。  

平成15年8～9  食品安全委員会に対し、DAG油についての食品健康影響評価を依頼  

月   したところ、「薬事▲食品衛生審議会において行われた、（当該食品の）  

特定保健用食品としての安全性の審査の結果は妥当」との回筆。 

平成17年9月   食品安全委員会に対し、ニ段階発がん試験結果を添えて、DAG油の  

健康影響評価を依頼。  

平成17年9月～  食品安全委員会の検討を踏まえつつ、条件を変えて二段階発がん試験  

を追加実施。  

平成21年2月   食品安全委員会に対し、追加試験の結果を報告。  

平成21年5月   食品安全委員会において、継続審議。  農林水産省から、花王エコナ関連製品に不純物が高濃度に含まれて  

いるとの報告。   

平成21年6月  花王（株）に対し、不純物の分析を指示。   

平成21年7月  花王（抹）より、不純物としてグリシドール脂肪酸エステルが高濃  

度に含まれていることが判明した旨報告。食品安全委員会に対し敵  

宣し、あわせて、花王（株）に対し、グリシドール脂肪酸エステル  

の低減策の検討を指示。   

平成21年9月  食品安全委員会からグリシドール脂肪酸エステルの評価に必要とな  

る補足資料の提出を求められ、必要な試験実施等の対応を花王（株）  

に指示。  



O O News ReIease  
J O 花王株式会社広報部  

〒103－8210集京都中央区日本7r茅場町ト14－10TELO3→3660－7041・7042FAXO3・3660－7044http‥〟www．kao，COrn／jp／  

＜発表資料＞  2009年9月16日 09036 

エコナ関連製品の一時販売自粛について   

この度、『エコナクッキングオイル』をはじめとするエコナ関連製品の一時販売自粛・出荷停止を行うこ  

とといたしましたので、お知らせ申し上げます。  

最近、欧州を中心に、油脂中に含まれるグリシドール脂肪酸エステルの安全性について議論がなされて  

いることを受け、当社においても、2009年6月中旬に分析を行った結果、『エコナクッキングオイル』に、グ  

リシドール脂肪酸エステルが含まれていろことを確認いたしました。このグリシドール脂肪酸エステルは、  

油脂の製造工程における一般的な脱臭の過程で副生されるもので、パーム油等の精製植物油にも含ま  

れていることが報告されています。  

このグリシドール脂肪酸エステルについては、現時点までの情報、調査からは、安全性への懸念を明確  

に示す報告はありません。  

しかし、一部の消費者の皆さま方におかれましては、一部の情弓削こより、 

ルの安全性に対する懸念や不安をお持ちの方がおられます。  

当社は、消費者の皆さまにお届けする製品において、「安全性」の確保はもとより、「安心感」をもってご  

愛用いただけることを事業の基本姿勢としており、また、日頃より、そのための情報の開示にも努めており  

ます。こうした姿勢に則り、この度、製品中に含まれるグリシドール脂肪酸エステルを、消費者の皆さまに  

安心してお使いいただけるレづル（一般食用油と同等レベル）に低減できるまで、当該製品の一時販売自  

粛・出荷停止を行うこ 

なお、エコナ関連製品、およびその主成分であるジアシルグリセロールの安全性については、これまで  

世界的た標準とされる試験法で多くの評価を積み重ね、科学的根拠と客観的な評価に基づき、安全性に  

問題のないことを確認しております。  

ご愛用の消費者の皆さま方、お取引先、並びにご販売店の方々に 

心よりお詫び申し上げます。  

1消費者の方のお問い合わせ先  

花王エコナ消費者相談室  

フリーダイヤル0120－50卜243  

受付時間 9月末まで：午前9時～午後7時（土・日一視日を含む）  

10月以痙：午前’9時～午後5時（土・日■祝日を除く）  

今後の業績に与える影響につきましては、精査のうえ、第2四半期決算発表に反映させる予定です。  

くマスコミの方のお問い合わせ先〉 花王株式会社 広報部 tLO3－3660－7041∵7042  
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対象製品  

エコナクッキングオイル   

エコナウッキングオイル 妙め専用   

エコナ妙め油   

エコナ揚げ油   

エコナヘルシー＆ヘルシークッキングオイル 

エコナドレッシングソース 6品   

エコナおいしさたっぷりドレッシングソース 3品   

エコナマヨネーズタイプ 2品   

エコナギフトセット 全29品   

エコナクッキングオイル8kg（業務用）   

花王ヘルスラボドッグフード 全12品   

花王ヘルスラボドッグフード 特別療法食1品  
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弊社製品および⊥般食用油の分析値  

製品   MCPD－FS※ ppm（％）   

エコナクッキンクオイル．（現行品）   91．0 （0．00910）   

ェ土ナクッキンゲオイル（低減自標値）   3未満（10．0003未満）   

一般食用油（7品）   0．5～9Jl（0．00005～0．00091）   

花王分析値 2009年7月  

疲3－MCPD（3－ChJor6－1，2－PrOPanediol）エステルとグリシドール脂肪酸エステルとを検出することができ声   
ドイツの公定法によりMCPD－FSとして検出した。   



食品衛生分科会における審議対象の経過について（報告）  

分科会   分類   剤名   パブリックコメントの状戻  WTO通報の状況  備考   

平成21年9月30日～ 211030日  実施中   
コメントの有  

7月3日   添加物   12－ペンタノール  
平成21年7月22日～    無について  

平成年月  平成21年9月20日    連絡待ち  

平成21年9月30日γ 211030日  実施中   
コメントの有  

2 プロピオンアルデヒド  
平成21年7月22日～     無について  

平成年月  平成21年9月20日    連絡待ち  

平成21年9月30日～ 211030日  ・実施中   
コメントの有  

3 6－メチルキ／リン  
平成21年7月22日～    無について  

平成年月  平成21年9月20日    連絡待ち  

4 亜塩素酸ナトリウム   
平成21年9月30日～  

実施中   
平成21年8月12日～  

平成21年10月30日  平成21年10月18日   
使用基準の改正  

農薬   1イミシアホス   平成21年6月3日～  平成21年5月14日～ 平成217月12日  コメント有リ   
平成21年7月2日  意見なし  

基準値（案）の変更  

年  はなし  

2ピラスルホト「ル  
平成21年6月3日～ 2172日  意見なし   平成21年5月14日～ 平成21年7月12日  コメント有リ   基準値（案）の変更  

⊂、J  平成年月  はなし  

平成21年8月3日～ 平成219月2日  意見有り   
コメントの有  

3 ペンシクロン  平成21年7月2～日～    無について  

年  平成21年9月20日    連絡待ち  

平成21年8月3日γ 2192日  意見有り   
コメントの有  

4 アセキノシル  
平成21年7月22日～    無について  

平成年月  平成21年9月20日    連絡待ち  

5 イミダクロブリド   平成21年8月3日～ 2192日  意見有り   平成21年8月3日～ 21109日  実施中  

平成年月  平成年月  

6 EPN   
平成21年8月3日～ 2192日  意見有り   平成21年8月3日～ 平成21109日  実施中  

平成年月  年月  

7 オキサジクロメホン   
平成21年8月3日～ 2192日  意見有り   平成21年8月3日～ 平21109日  実施中  

平成年月  成年月  

8 プレチラクロール   
平成21年8月3日～ 平成219月2日  意見有り   平成21年8月3日～ 平成2110月9日  実施中  

年  年  



農薬   9 テフリルトリオン   
平成21年8月3日～ 192  意見なし   平成21年8月3日～ 1109  実施中  

7月3日  平成2年月日  平成2年月日  

（規制強化となる改正‾  

10 フェリムゾン   平成21年8月3日～  19  意見有り  ではないため実施せ   
基準値（案）の変更  

平成2年月2日  
ず）  

はなし  

（規制強化となる改正  

11フエノキサニル   平成21年8月3白÷～  ではないため実施せ   
基準値（案）の変更  

平成21年9月2日   
ず）  

はなし  

（規制強化となる改正  

12 ジクロシメット   平成21年8月3日～  ではないため実施せ   
基準値（案）の変更  

平成21年9月2日   
ず）  

はなし  

平成21年3月．19日～ 21417日  意見なし   平成21年3月10日～ 2159  コメントなし   
動物用医薬品等  1エチプロえトン  平成年片  平成年月日  

平成21年8月3日～ 219 
コメントの  

2 ブロチゾラム  
平成21年7月22日～ ■21920日   有無につい  

平成年月▼2日   平成年月    て連絡待ち  

3警伝染性気管支炎（拙株）生ワクチ  パブリックコメントの対象外  
mo通報の対象外  
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平成20年度ダイオキシン類等の有害化学物質による  
食品汚染実態の把握に関する研究（概要）  

主任研究者 堤智昭 国立医薬畠食品衛生研究所食品部主任研究官 

1 目的  
ダイオキシン類の人べの主な曝露経路の⊥づと考えられる食品について  

（り平均的な食生活における食品からのダイオキシン類の摂取量を推計すること  
（2）個別の食品のダイオキシン類の汚染実態を把握する 

2 方法  
（1）ダイオキシン類の食品経由摂取量に関す・ろ研究（トータルダイエットスタデ 

イ）  

全国7地域の9．機関で、それぞれ約120品目の食品を購入し、厚生労働省の平  
成14年度国民栄養調査並びに平成15、16年度国民健康・栄養調査の食品別摂取  
量表に基づいて、それらの食品を計量し、そのまま、又は調理した後、13群に  
大別して、混合し均一化したもの及び飲料水（合計14食品群）を試料として、  
「食品中のダイオキシン類の測定方法ガイドライン」（平成20年厚生労働省医薬  

食品局食品安全部）に従ってダイオキシン類を分析し、平均的な食生活における  
ダイオキシン類の一日摂取量を算出した。  

なお、ダイオキシン類摂・取畳への寄与が大きい・食品群である10群・（魚介類） 
11群（肉類、卵類）及び12群（乳、乳製品）について、・各機関が3セットずつ  
試料．を調製し、それぞれについてダイオキシン類を測定した。  

（2）個別食品中ダイオキシン類濃度に関する研究 
個別食品上して、国内産及び輸入食品合計45試料について、（1）と同様にダイ  

オキシン類を分析した。  

3 ダイオキシン類の調査項目  
従来通り、世界保健機構（WHO）が1997年に毒牲等価係数を定めたポリ塩化ジ：ベ  

ンゾーパラージオキシン（PCDD）7種、ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF）10種及びコ  
プラナーPCB（Co－PCB）12種の合計29種。  

4 結果の概要  
（1ト一日摂取量調査（トータルダイエットスタディ）  

食品からのダイオキシン類の一日摂取量は、・0．92±0．42pgTEO／kgbw／E］，（0．13  
～1．90pgTEQ／kgbw／日）と推定された。この数値は、平成18、19年度の調査結果  
（0．90、0．93pgTEQ／kgbw／日：WHO2005TEFで換算）と比べ、ほとんど同レベル  
であり、日本における耐容一日摂取量（TDI）4pgTEQ／kgbw／日より低かった。  

なお、同一機関で調製した試料であっても、魚介類、肉類、卵類、乳及び乳製  

品類として採取した食品の種類、産地等の差により、ダイオキシン類の摂取量に  
は約1．8～6．4倍の差が生じることが分かった。  

＜表1ダイオキシン類一日摂取量の全国平均年次推移＞  

計算している。1ただし、＋はWHO，1998－TEFにより計算、※は冊02005TEFにより計算。  
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〈表2 ダイオキシン類一日摂取量の地域別年次推移〉  
（単位：PgTEQ／kgbvI／日）   

東北地方  関東地 ヰ部地 地域・  北海道 地方     方    ・方．一    東北A  東北B．  ．‘関東A▲  関東B  ノ関東C  中部A  中部B  中部C 
平成10年度  2．77   1．26  2．06   2．14   2．00  1．87 2．03   

平成11年度  1．29－・－  1．47   1．65 4，04   1■，59   1，68   1．53   1 2．42 

平成12年度  ’0．84   1．1 1．92   1．30   1．72   1．48   1．44 1．41   1．80   

平成13年度  0．67  2：02   1．08   1．．99   1．42 1．65   1．53   

0，88 1．16   1ヰ6 1．34   0．90  1．40   0．62  

平成14年度   1．46   2．01   2．33   1ニ17  1．67   0．68  

1．44  2．05   2．76   3．40   1ノ51  1．93   1．28   

0．84  0．7・2   0．78   0．90   1．02  1．34   0．58  

平成柑年度   0．84   1．86   1．01   1．06 1．48   1．15  

1．33  1．35   3．05 2．93   2．由  1．86   1 

0．48  0．48 1．64  1．05  0．72   0．64  

平成16年度  0．80   1 1．75  0．91 0，71  

2．48  2二93   1．87  2．34 1．83＼   2．0   

0．67  p．64 0．鱒  0．70  0．69   0こ47 

平成17年度  1．15 p．87  1．33  0．80 0．60  

3．由  1．57   1．26  2．03  1．40   1．86   

0．38  0．ち■3   b．60  0．79  0．67   0．46  

平成18年度  1．06   b二94  1．00  0．87   0．70  

1．・71  1．85   1．47  1．38  1．00 1．24   

1．07  0．ヰ5   0．81  0．82  0．80   0．43  

平成19年度  0．70 1．01  1．00  0．91   0．55  

1．60  0．79   1．34  3．32 1．38   1．70 

1．05  0．13   0．48  0，61  0．60  0．63  

平成20年度  0．75   1．24  0．78  0．96   0．69  

1．90 0．85   1．70・  1．10 1．11   1．69   

関西地方  ・中国四国地方 九州地方 
地域  ．  

平成10年度・  2．72 1．‘22 1．99  

平成‖年度  7．01 1．79   1．89   3．59  1．48  1．84 1．19   

平成12年度  2．dl   1．43 2．01  0．98   1．40   1．55   0二86、、   

平成13年度  1．33   2．00  0．88   1．60   3．40  

0．96   1．40  0．79   0．73  0．57  

平成14年度  1．39   1．78 0．98   1．54  1、18 

2．75   2．02  1．22   2．12   1．81 

0．77  0．62  1．03 0．85  

平成1与年度  5  1．22  1．5 1．04 

1．58  1．56   2．05  1．83  

1．32  1．19  0．61 

平成16年度  1．88  1．35  0．99  

2．25 1．72 1．27  

0．87  1．20 0．6◆6  

平成17年度  0．82  1．57 1．05  

1．42  1．72   1．44 

0．98 0．93  0．61  

平成18年度  1．■50  1，08  0．65  

1．76  1．94  1．85  

0．74  0・79  0．42 

平成19年度  0．96  1．d7  J．24  

1．25  1．34 1．81  

q．57  0．61  0．54  

平成20年度  0．61  0．64  0．60  

1．16  1．11  1．37  

（注）平成20年度調査において各地方でのサンプリングを実施した自治体は以下のとお仇  

表の左から、北海道地方‥北海道、東北地方＝宮城県、湖東地方．‥埼玉県、横浜市、中部地方‥ 
． 

WHO1998TEF（平成10～19年度）、WHO2005TEF（平成20年度）を用いて算出されキものである。   

（2）個別食品中のダイオキシン類等濃度調査  
個別食品のダイオキシン類の測定結果は表白めとおりであった。  
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〈表3 平成20年度 食品中のダイオキシン類の濃度（pgTEQ／g）〉  

食串  産地等1）   
ダイオキシン類（pgTEQ／g）2） 

；PCPD／Fs   Cp－PCBs   Tota】   

魚介   サンマ   国産（天然） 0．016 0．11   0，13  

サンマ 国産（天然）   0．015   0．1 0．12  

サンマ   国産（・天然）   0．016 0．092   0．11  

サンマ   国産・（天然）   0．019   0．4   d．16  

サンマ  国産（天然ト   0‘050   0二25   0．30 

カツオ   国産．（天然）   0．047   0．28  q．33  

カツオ   国産（天然）   p・064   0．31   0．38 

カツオ  国産（天然）   0・P32   q．20   一0二24  

カツオ   国産（天然）   0，052   0．29   0．35  

・カツオ   国産（天顔ト   q．017   0．17   0．19  

イカ   国産（天然ト   0．0010  0．010 0．011  

イカ   由産（天然）   0．033   0．045   0． 

イカ   輸入（天然）   0   0．000060   P．00006白  

イカ   輸入（天琴）  0   0．000030   0．000q30  

イカ   由産（天然）   0，15   0．21   q．3  

タコ   国産 0．20   0．72   0．2了  

タコ   輸入 0   0．00065   0．00065 

タコ   “ 国産   0．12   0．・1・4 d．26  

タコ   細入 0．073   0．047 d．ほ  

タコ   国慮   0．041   0．P55   0．096   

肉   牛肉   輸・入   0．000054 0－00018   0．00023：二一  

牛肉   輸入 0．0049   0．01’0   0」0畠  

牛肉 輸入   0．00041   0．000090   0．00050  

豚肉   国産   0．002P   0．00024   0．0023  

豚肉   国産   0こ00040   0．00036   0．00076  

豚肉   層産   0．00029 0．018   0．018 

腐肉   国産 0．00032   0．00060   0．00092  

鶏 国産   OtOOOO27   0．0021   0．0021  

鶏肉  国産 0．000033   0．00039  0．00042   

チーズ チー・ズ   輸入   0  0．00042   0二00042  

チーズ   国産   0．055   0． 0‥076  

チ⊥ズ、   国産  0．033   0．031 0．064 

卵   卵   国産   0．029   0．011   0．040 

卵   国産   0．0093   d．03～   0 

卵 国産   0．027   0．12   0．14   

健康食品   鮫肝油  0．0023 ．50   0．51  

魚油   輸入   0．10   1－1   1．2  

卿干油  0，87   4．7   5．5 

鮫肝油  O   0．86   d．86  

．鮫緬油  0．028   0．30   0．33  

卵黄油  0．0086   0，073   d．0鋸  

如黄油  0．051   0．073   d．12  

卵黄油  0、0024 0．00P24 0．0027 

如黄油  0．0029   0．qOO30   0．Ob32  

卵 0．027   0．084   0．11 

（注）1）産地等の欄における「r」は「不明又は該当せず」を表す。  
2）WHO2005TEFにより計算  
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【用 語 説・明】 

ダイオキシン類：  

ダイオキシン及びコプラナーPCB   

ダイオキシン：  
ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン（PCDD）  
ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF） 

コプラナ・－・LPCB（Co－PCB〉  

PCDD及びpcDFと類似した生理作用を示す一群のPCB類  

トータルダイエットスタディ・：  

通常の食生活において、食品を介し七化学物質等の特定の物質がどの程度実際  
に摂取されるかを把握するための調査方法。飲料水を含めた全食品を14群に  
分け、国民栄養調査による食串摂取量に基づき、小売店等から食品を購入し、  
必要に応じて調理した後、各食品群ごとに化学物質等の分析を行い国民1人あ 
たりの平均的な1日摂取量を推定するもの。   

TEト（毒性等価係数）・  

ダイオキシン類は通常混合物として環境中に存零するため、様々な同族体のそ  
れぞれの毒性強度を、最も毒性が強いとされる2，3二7．8一丁CDDの毒性をノ1とした  
毒性等価係数（TEF‥Toxic Equivalency Factor）を用いて表す。なお、今回  
r享2005年にWHOで再評価されたTEFを用いている云  

TEQ（毒性等量）：  
ダイオキシン類は通常、毒性強度が異なる同族体の浪合物として環境中に存在、  
するので、摂取したダイオキシン類の量は、各同族体の量にそれぞれのTEFを  
乗じた値を総和した毒性等量（TEQL：Toxic Equivalent Quantity）として表す。  

TDI（耐容一自摂取量）：  
長期にわたり体内に取り込むこ七Iこより健康影響が懸念される化学物質た？い  
て、その量まではヒトが一生涯にわたり摂取しても健康に対する有害な影響が  
現れないと判断される一日当たりの摂取量。・ダイオキシン類のTDIについては、   
1999年6月に厚生省及び環境庁の専門家委員会で、当面4pgTEQ／kgbw／日（ 

． 

計算し、TDIは200pgTEQとなる。）とされている。 
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平成21年度輸入食品監視指導計画について  

平成 21年 9月  

輸入食品安全対策室  

1．輸入食品監視指導計画とは   

輸入食品等について国が行う監視指導の実施に関する計画（食品衛生法（以下「法  

という。」第23条）をいう。  

【目的】国が、輸入時の検査や輸入者の監視指導等を重点的、効果的かつ効率的に実  

施することを推進し、輸入食品等の一層の安全性確保を図る。  

2．輸入食品等の監視指導の基本的な考え方   

食品安全基本法第4条（食品の安全性確保は、国の内外における食品供給行程の  

各段階において適切な措置を講じることにより行わなければならない）の観点から、  

輸出国、輸入時及び国内流通時の3段階での衛生確保対策を図るべく計画を策定し、  

監視指導を実施する。  

3．重点的に監視指導を実施すべき項目の実施結果  

○輸入届出時における法違反の有無の確認  

○モニタリング検査※1（平成21年度計画：約8万3千件）  
○検査命令※2 （平成21年8月31日現在：全輸出国の16品目及び38カ国■1地域   

の199品目）  

○…毎外情報等に基づく緊急対応  

4．輸出国における衛生対策の推進  

○輸出国政府に対して衛生管理対策の確立の要請  

○現地調査や二国間協議首通じた、農薬等の管理・監視体制の強化、輸出前検査の   

推進  

5．輸入者への自主的な衛生管理の実施に関する指導  

○輸入前指導（いわゆる輸入相談）  

○初回輸入時及び定期的自主検査の指導※3  

0記録の保存に係る指導  

○輸入者等への食品衛生に関す知識の普及啓発  

※1：食品の種類毎に輸入量、違反率等を勘案した統計学的な考え方に基づく計画的な検査  

※2‥違反の蓋然性が高いものについて、輸入の都度、検査を厚生労働大臣が命令し、検査に合格しなければ輸  

入・流通が認められない検査  

※3‥原材料管理め検証に資する加工食品の残留農薬等に係る試験法の検討■開発を実施  
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平成21年度輸入食品監視指導計画 概要 

平成 21年 9 月  

輸入食品安全対策室  

【計画本文】（新たに盛り込んだ事項を下線部で示す。）  

序 文  

平成20年度計画に基づく施策の実施状況の概要及び平成21年度計画において取り一組む   

施策を記述。   

○ポジティブリスト制度の着実な施行のため、   

・輸入時の検査項目の更なる拡充を図る。  

r  ・輸出国に対し、生産及び製造加工段階におⅠナる衛生対策の推進を要請し、必要に応  
じて、輸出国における残留農薬管理の確認のため、現地調査を行う。   

・残留農薬等について検査命令の対象となっている食品について、輸出国における残  

留農薬等管理の検証を目的として、モニタリング検査を強化する。   

○器具、嘲おもちやの規制対象範囲の拡大その他規格基  

準の改正等を踏まえ、新たに設定された親格基準を中心に、輸入者に対して定期的な  

卿ともに、モニタリング検査を拡充する。   

O BSE問題について、▲現地調査結果等を踏まえ、重点的、効率的かつ効果的な検査体制を  

確保し、‘輸出国政府が管理する対日輸出プログラムわ遵守状況を引き続き検証する。   

○食品への有毒・御階にお   

ける自主的な衛生管理の推進を図るとともに、輸出国における衛生対策に関する情報  

収集を撫進し、問題発生の未然防止に努める。 

1 目的   

「重点的、一効率的かつ効果的な監視指導の実施を推進し、もって、輸入食品等の一層の  

安全性確保を図ることを目的とする。」  

2 適用期間   

「平成21年4月1日から平成22年3月31日」  

3 輸入食品等監視指導の実施についての基本的考え方   

食品安全基本法第4条（食品の安全性確保は、国内外における食品供給行程の各段階に   

おいて適切な措置を講じることにより行わなければならない）の観点から、輸入食品の安   

全性確保のために、輸出国における生産、製造、加工等の段階から輸入後の国内流通まで   

の各段階において講じるべき措置の基本的事項について記述。  
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4 生産地の事情等からみて重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項  

（1）輸入届出の確認、（2）モニタリング検査（別表1）、（3）モニタリング検査以外の行政検査、  

（4）検査命令、（5）包括的輸入禁止措置及び（6）海外情報等に基づく緊急対応における本省及   

び検疫所の役割、実施の手順にづいて記述。   

＝卜・いjlt∴ニト＝㌦伸一iニトニ ∴バミり■！一卓川－l・＝1いけ∴十一1；i摘■いり・1骨∴十川．；－l 

■検疫所は、幸鱒旦モテタリング検査件数の実嘩が困   

難と判魅  

・本省は、坤て適宜点険を行い、検痴郵こ   

対して必要な指示を行うとともに、輸入実態に即した効鱒よう、  

当該年度の半ばを目途としてモニタリング計画の見直しを行う。  

5 輸出国における衛生対寮の推進   

輸出国の生産等の段階にお†、て法違反の未然防止を図るため、輸出国に対する（1）我が国   

の食品衛生規制の周知、（2）二国間協議、現地調査等及び（3）技術協力等の取組について記   

述。   

以王」 

・・在京大使盤笠邑堂上工塾墜基準等改正時の説明会を通じ、卿引こ関す   

る情報提供を行う」基準審査選塑開催しているFodSa氏丹Groupの場を活用）。  

問題発生の未然防止の  畳むらL里唾＿主＿岨重ける衛生対策に関する情報収集及   

建重要昼を進める。  

独立巨象監御重  

入れ等により、必要に応じた輸出国への技術協力等を行う。  

6 輸入者への自主的な衛生管理の実施に係る指導に関する事項   

食品安全基本法第8条及び法第3条第1項に規定される食品等事業者の責務に照らし、  

輸入者に対して自主的な衛生管理の推進を図るため、輸入者等に対する（1）基本的指導事項  

（別表2）、（2）輸入前指導の実施、（3）輸入前指導による法違反発見時の対応、（4）自主検  

査の実施、（5）輸入食品等の記録の作成及び保存、（6）適正表示及び（7）食品衛生に関する知  

識の向上等の指導事項を記述。   

以下、瑚  

・加工食品如こ基づ   

き、輸入者に対し、輸出国嚇況や製造者の衛生管   

理の水準笠を勘案して、輸塾国王の原材料、即こおい   

て必要な確認を行うよう指導する。  

99   



7 法違反が判明した場合の対応   

（1）輸入時、（2）国内流通時の検査等で法違反が発見された場合の対応、（3）再発防止のた   

めの輸入者に対する指導、（4）法違反を繰り返す輸入者等に対する営業の禁停止処分、（5）   

悪質事例の告発及び（6）違反事例の公表等における本省、検疫所及び関係都道府県等の連携、   

実施の手順について記述。   

なお、平成21年度計画において、 「廃棄等」の措置に「食用外用途への転用lが含まれ   

る旨を追記（事故米穀の不正規流通を踏まえた対応は、輸入食品等監視指導業務基準の改  

正で担保）n   

ま7ヒ、違反事例の公表において、 違反食品の回収、廃棄等の措置状況について判明次第  

公表する旨を追記′（意見募集結果を踏まえた対応）。  

8 国民等への情報提供   

輸入食品等の安全性確保に関する情報を広く国民等に提供するため、（1）モニタリング計  

画等に関する情報の提供、（2）本計画に基づく監視結果の公衰、（3）食品等の安全に関する  

リスクコミュニケーションの取組等について記述。  

なお、リスクコミュニケーションの取組として、輸入食品等の監視指導の状況等につい  

て、世情報提供及び意見交換を行い、食品等の安筆削こついて適切な   

理解が得られるよう努める旨を追記（意見募集結果を踏まえた対応）。  

9 その他監視指導の実施のために必要な事項   

（1）食畠衛生に関する人材の養成、変質の向上、（2）検疫所が実施する食品等の試験検査   

等に係る点検に係る取組について記述。  
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平成20年度輸入食品監視指導計画に基づく監視指導結果 概要  

平成21 
輸入食品安全対策室  

1．輸入食品監視指導計画とは   

輸入食品等について国が行う監視指導の実施に関する計画（食品衛生法（以下「法  

という。」第23条）をいう。  

【目的】国が、輸入時の検査や輸入者の監視指導等を重点的、効果的かつ効率的に  

実施することを推進し、輸入食品等の一層の安全性確保を図る。  

2．輸入食品等の監視指導の基本的な考え方   

食品安全基本法第4条（食品の安全性確保は、国の内外における食品供給行程  

の各段階において適切な措置を講じることにより行わなければならない）の観点か  

ら、輸出国、輸入時及び国内流通時の3段階での衛生確保対策を図るべく計画を  

策定し、監視指導を実施する。  

3．重点的に監視指導を実施すべき項日の実施結果  

（1）輸入届出時における法違反の有無の確認  

届出件数約176万件、届出重量約3，155万トンについて、法に基づく規格   

及び基準等への適合性について審査を実施。   

（2）モニタリング検査※1   

①モニタリンク計画：延べ79，809件   

②実施件数：延べ83，951件（実数49，133件）（延べ件数に対する実施率：  

約105％）、うち違反件数：221件（延べ245件）   

（3）検査命令※2   

①全輸出国の16品目及び36カ国・1地土或の190品目（平成21年3月31  

日現在 

②実施件数：95，490件（延べ174，610件）、うち違反件数：421件（延べ  

432件）   

（4）違反状況   

①違反件数：1，150件（違反率：届出件数の0．1％、検査件数：約19万件）   

（内訳：残留農薬359件、微生物規格260件、有害・有毒物質181件、添  

加物142件、残留動物用医薬品115件、その他169件、延べ1，226件）   

②違反品は積み戻し、廃棄等の措置   

（5）海外情報等に基づく緊急対応  

メキシコ産とうがらしのサルモネラ属菌汚染、チリ産豚肉のダイオキシン類   

汚染、中国産粉ミルクのメラミン混入、米国産ピーナッツ製品のサルモネラ属   

菌汚染などの問題について」輸入時の監視体制の強化及び国内の流通状況の調   

査を行った。  
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4．輸出国における衛生対策の推進  

（1）検査命令対象品目やモニタリング検査強化品目について、輸出国政府に対し   

て衛生管理対策の確立を要請した。   

（2）二国間協議や現地調査等を通じて農薬等の管理・監視体制の強化、輸出前検   

査の推進を匡】った。   

例：中国産野菜の残留農薬、米国産牛肉のBSE、タイ産野菜残留農薬など   

（3）包括的輸入禁止規定※3  

包括的輸入禁止規定の発動検討対象となった4か国∴1地域の5品目につい   

て、輸出国政府に対し、衛生管理状況を確認するとともに、改めて改善対策を   

要請した結果、同規定の発動対象となる品目はなかった。  

5．輸入者への自主的な衛生管理の実施に関する指導  

（1）輸入前指導（いわゆる輸入相吉異）  

品目別相談件数27，083件、うら違反該当件数410件（延べ499件）   

（2）初回輸入時及び定期的自主検査の指導   

（3）輸入者等への食品衛生に関する知識の普及啓発として、各検疫所において説   

明会等開催  

※1：食品の種類毎に輸入量、違反率等を勘案した統計学的な考え方に基づ＜計画的な検査  

※2：違反の蓋然性が高いものについて、輸入の都度く検査を厚生労働大臣が命令し、検査に合格しなければ  

輸入・流通が認められない検査  

※3：危害の発生防止の観点から必要と認められる場合、検査を要せずに厚生労働大臣が特定の食品等の販売、   

輸入を禁止できる規定  
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（参考資料）  
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2．年度別延べ検査件数※の推移  
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※届出1件当たり複数の検査項目を実施している場合があることから延べ数とした。   

3．検疫所の食品館生監視見年度推移  

元年度 5年度10年度15年度17年度18年度19年度20年度21年度  
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平成21年9月30日開催 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会  
・分科会資料18～19ページ  

・参考資料2 73～74ページ  美香版  
農薬名  インドキサカルブ  

参考基準値  

基準値  外国  作物残留試験成績  
農産物名  案   現行  基準値  

Ppm   PPm  PPm   Ppm  PPm   

とうもろこし   

0．01（＃），0．03（＃）／0．02，  
0．06／〈0．02，0．03  

【く0．01，仇02（蒙小豆）】  

【0，21－6．4（n＝12）（米国  
キャベツ（外葉あり））】  

【0．02－0．32（n＝12）（米国  



農薬名  インドキサカルプ  

参考基準値  
基準値  外国  作物残留試験成績   

農産物名  ■案  現行  基準値  
Ppm   pPm  ppm   ppm  

トマト   0．5  ○・申  0．5  0，5  アメリカ   0．10，0．17   

ピーマン  ○・申  0．3  0．33，0．35   

なす  0．5  ○・申  0．5  0．5  0．05，0．17   

その他のなす科野菜   0．3  5            0．3   オーストラリア   

【く0．01－0．069（n＝10）（米   
きゆうり（ガーキンを含む。）   0．2  0．2  国きゆうり）】   

【く0．01－0．12（n＝12）（米国   
かぽちや（スカッシュを含む。）   0．6  サマースカッシュ）】   

しろうり   
【米国きゆうり、サマースカッ  

0．6  シュ、カンタローブを参照】   

すいか   
【米国きゆうり、サマースカッ  

0．6  シュ、カンタローブを参照】   

メロン類果実   
【0．024－0．393（n＝11）（米  

0．1  0．1   国力 

まくわうり   0．1  0．1  

その他のうり科野菜   
【米国きゅうり、サマースカッ  

0．6  シュ、カンタローブを参照】                     0．60  アメリカ   




